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は
じ
め
に

本
稿
は
、
将
軍
徳
川
吉
宗
の
主
導
に
よ
り
享
保
年
間
に
行
わ
れ
た
琴
楽
再
興
に
つ
い

て
、
そ
の
歴
史
的
経
緯
と
音
楽
的
内
容
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

琴
楽
再
興
と
は
、
享
保
〜
寛
保
年
間
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
、
中
国
伝
来
の
「
琴き

ん

」
を

日
本
の
雅
楽
合
奏
（
管
絃
）
に
加
え
る
と
い
う
取
り
組
み
で
あ
る
。
こ
の
琴
と
は
、
古

来
、
儒
者
や
文
人
ら
知
識
人
の
修
養
な
い
し
教
養
と
し
て
嗜
ま
れ
て
き
た
楽
器
で
あ
り
、

「
七
絃
琴
」
あ
る
い
は
「
雅
琴
」
と
も
称
さ
れ
、
今
日
で
は
「
古
琴
」
と
呼
ば
れ
る
。
以

下
、
本
稿
で
「
琴
」
と
表
記
す
る
も
の
は
全
て
、
こ
の
琴
（
七
絃
琴
・
雅
琴
・
古
琴
）
を

指
す
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
琴き
ん

の
音
楽
「
琴
楽
」
は
、
付
随
す
る
思
想
・
学
問
な
ど
を
含

め
て
「
琴
学
」
と
も
称
し
、
ま
た
、
琴
を
嗜
む
者
に
つ
い
て
は
幾
つ
か
の
呼
称
が
あ
る

が
、
本
稿
で
は
「
琴
家
」
と
称
す
る
こ
と
と
す
る
。

さ
て
、
こ
の
琴
楽
再
興
事
業
に
つ
い
て
は
、『
徳
川
実
紀
』
に
吉
宗
の
音
楽
に
ま
つ
わ

る
事
績
と
し
て
採
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
古
く
よ
り
知
ら
れ
て
お
り
、
享
保
十
四
年

（
一
七
二
九
）
に
着
手
さ
れ
た
「
式
内
染
鑑
」
の
編
纂
や
、
享
保
十
七
年
（
一
七
三
二
）

再
興
の
曲
水
の
宴
な
ど
と
並
ん
で
、吉
宗
の
古
代
文
化
へ
の
関
心
を
示
す
事
例
と
し
て
言

及
さ
れ
て
き
た（1）
。
琴
学
史
に
お
い
て
は
主
に
、琴
楽
再
興
に
従
事
し
た
琴
家
小
野
田
東
川

の
活
動
を
示
す
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
ほ
か（2）
、
雅
楽
史
か
ら
も
、
紅
葉
山
楽

享
保
年
間
に
お
け
る
徳
川
吉
宗
の
琴
楽
再
興
│
思
想
と
実
践
の
結
節
点

│

山
田　

淳
平

山
寺
美
紀
子

江
戸
期
享
保
〜
寛
保
年
間
に
か
け
て
将
軍
徳
川
吉
宗
の
主
導
で
、
中
国
伝
来
の
琴き
ん

（
七
絃
琴
・
古
琴
）
を
日
本
の
雅
楽
管
絃
曲
に
加
え
る
と
い
う

琴
楽
再
興
事
業
が
行
わ
れ
た
。
本
稿
は
、
特
に
享
保
年
間
に
お
け
る
本
事
業
の
実
態
に
つ
い
て
、
歴
史
的
側
面
と
音
楽
的
側
面
か
ら
解
明
を
試
み
た

も
の
で
あ
る
。

第
一
章
で
は
、
本
事
業
に
携
わ
っ
た
楽
人
辻
家
の
日
記
等
の
同
時
代
史
料
を
用
い
て
、
そ
の
歴
史
的
背
景
と
経
緯
を
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
琴

楽
再
興
は
、
吉
宗
の
雅
楽
へ
の
志
向
を
前
提
と
し
て
、
儒
者
た
ち
に
よ
る
琴
に
つ
い
て
の
思
想
・
知
識
の
深
ま
り
と
、
中
御
門
天
皇
を
中
心
と
す
る

朝
廷
で
の
琴
楽
へ
の
関
心
の
高
ま
り
が
合
わ
さ
っ
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

第
二
章
で
は
、
本
事
業
を
拝
命
し
た
琴
家
小
野
田
東
川
の
報
告
書
と
、
本
事
業
の
所
産
と
み
ら
れ
る
琴
譜
史
料
に
基
づ
い
て
、
雅
楽
曲
に
琴
を
編

入
し
合
奏
に
至
る
ま
で
の
方
法
と
、
完
成
し
た
奏
楽
の
実
態
を
考
証
し
た
。
そ
の
結
果
、
琴
楽
再
興
で
は
、
中
国
の
儒
家
の
礼
楽
書
『

宮
礼
楽
疏
』

に
載
せ
る
琴
の
規
定
と
理
論
に
基
づ
き
な
が
ら
も
、
独
自
に
日
本
の
雅
楽
曲
に
お
け
る
リ
ズ
ム
型
や
笙
の
譜
に
基
づ
く
方
法
を
見
出
し
て
、
雅
楽
曲

に
琴
の
パ
ー
ト
の
楽
音
と
弾
法
を
付
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
採
用
さ
れ
た
琴
の
調
絃
法
に
関
し
て
は
、
儒
者
荻
生
徂
徠
の
楽
論
か
ら
の
影
響

が
窺
え
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

享
保
の
琴
楽
再
興
は
、
朝
廷
と
幕
府
の
結
節
点
と
な
る
事
業
で
あ
り
、
且
つ
ま
た
思
想
と
実
践
の
結
節
点
で
あ
っ
た
と
も
言
え
、
近
世
音
楽
史
上

特
筆
す
べ
き
事
例
で
あ
る
と
結
論
付
け
ら
れ
よ
う
。

〔
キ
ー
ワ
ー
ド
〕  

琴　

雅
楽　

徳
川
吉
宗　

辻
近
任　

小
野
田
東
川
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人
に
よ
る
江
戸
で
行
わ
れ
た
雅
楽
を
め
ぐ
る
特
徴
的
な
活
動
の
一
事
例
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る（3）
。
あ
る
い
は
、儒
者
荻
生
徂
徠
が
琴
を
聖
代
の
楽
器
と
し
て
重
要
視
し
た

と
い
う
政
治
思
想
史
的
背
景
に
基
づ
い
て
、
こ
の
事
業
を
、
幕
府
独
自
の
音
楽
制
度
の
制

定
を
試
み
た
も
の
と
評
価
し
た
研
究
も
見
ら
れ
る（4）
。

以
上
の
よ
う
に
、
享
保
の
琴
楽
再
興
事
業
は
、
既
に
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
言
及
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
こ
の
事
業
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
多
く
は
『
徳
川
実

紀
』
等
編
纂
史
料
の
記
述
に
基
づ
い
た
大
要
が
示
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、琴
楽
再

興
に
至
る
ま
で
の
歴
史
的
経
緯
や
、こ
の
事
業
で
何
が
行
わ
れ
た
の
か
と
い
っ
た
実
際
の

過
程
、
及
び
琴
楽
再
興
の
音
楽
的
実
態
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
未
解
明
の
ま
ま
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
同
時
代
史
料
を
用
い
て
、
そ
の
実
態
解
明
を
進
め
て
い
く
必
要
が
残
さ
れ
て
い

る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、従
来
の
研
究
で
は
『
徳
川
実
紀
』
が
主
な
典
拠
と
さ
れ
て
き
た

た
め
か
、再
興
を
将
軍
吉
宗
と
幕
府
の
志
向
に
引
き
寄
せ
て
評
価
さ
れ
る
き
ら
い
が
あ
る

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
当
該
期
は
、荻
生
徂
徠
や
太
宰
春
台
な
ど
の
儒
者
の
音
楽
論
が
展

開
を
み
せ（5）
、
且
つ
、
朝
廷
に
お
い
て
も
雅
楽
曲
の
再
興
が
相
次
い
だ
時
代
で
あ
る
こ
と
か

ら（6）
、
吉
宗
の
志
向
の
み
な
ら
ず
、
儒
者
と
の
か
か
わ
り
や
、
朝
幕
関
係
も
考
慮
し
な
が
ら

再
興
事
業
を
位
置
付
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。

琴
楽
再
興
を
め
ぐ
っ
て
は
、こ
れ
ま
で
吉
宗
や
幕
府
の
志
向
が
重
視
さ
れ
て
き
た
た
め

か
、
朝
廷
の
史
料
は
十
分
に
活
用
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
か
っ
た
。
た
だ
し
、
近
年
、

再
興
に
携
わ
っ
た
南
都
楽
人
辻
家
の
日
記
が
見
出
さ
れ
る
な
ど
、朝
廷
関
係
の
史
料
へ
の

目
配
り
に
よ
っ
て
再
興
の
具
体
的
な
経
緯
の
解
明
が
可
能
な
状
況
と
な
っ
て
き
て
い
る（7）
。

他
方
、
音
楽
的
内
実
に
つ
い
て
は
、
雅
楽
に
琴
を
加
え
る
と
い
う
、
雅
楽
と
し
て
も
琴
楽

と
し
て
も
特
殊
な
合
奏
形
態
で
あ
っ
た
た
め
か
、具
体
的
な
音
楽
内
容
に
ま
で
踏
み
込
ん

だ
研
究
は
見
ら
れ
な
い
。
と
は
言
え
、当
該
期
に
は
琴
楽
再
興
に
関
わ
る
も
の
と
み
ら
れ

る
文
書
や
琴
譜
史
料
が
複
数
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

琴
楽
再
興
の
音
楽
内
容
を
相
当
に
明
ら
か
に
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
第
一
章
に
お
い
て
、
吉
宗
や
楽
人
、
琴
家
に
加
え
て
、
儒
者

や
朝
廷
な
ど
が
琴
楽
再
興
事
業
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
と
共

に
、
如
何
な
る
歴
史
的
・
思
想
的
背
景
に
よ
っ
て
当
該
事
業
が
実
現
、
実
践
さ
れ
た
の

か
、
解
明
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
第
二
章
で
は
、
琴
と
雅
楽
の
合
奏
に
至
る
ま
で
の
経
緯

や
方
法
、実
現
し
た
奏
楽
の
実
相
と
い
っ
た
音
楽
的
側
面
の
実
態
解
明
を
試
み
る
。
も
っ

て
、
享
保
の
琴
楽
再
興
が
、
日
本
近
世
音
楽
史
に
お
い
て
い
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か

を
検
討
す
る
糸
口
と
し
た
い
。

第
一
章　

辻
家
日
記
か
ら
み
た
琴
楽
再
興

本
章
で
は
、
南
都
楽
人
辻
家
の
日
記
を
用
い
て
、
享
保
年
間
の
琴
楽
再
興
を
め
ぐ
る
歴

史
的
背
景
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
辻
家
と
い
え
ば
、荻
生
徂
徠
が
琴
の
古
楽
譜
『
碣
石
調

幽
蘭
第
五
』（
以
下
『
幽
蘭
』
と
略
記
）
を
借
覧
し
た
辻
近
寛
や
、
吉
宗
の
も
と
小
野
田

東
川
ら
と
琴
楽
再
興
に
当
た
っ
た
辻
近
任
な
ど
を
輩
出
し
た
家
で
あ
り
、琴
楽
史
に
お
い

て
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
楽
家
で
あ
る
。辻
家
の
史
料
を
読
み
解
い
て
い
く
こ
と

は
、近
世
の
琴
楽
史
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
欠
か
せ
な
い
作
業
で
あ
る
と
言
え
る
。
本
章

で
は
主
に
辻
家
の
日
記
に
依
り
な
が
ら
、享
保
の
琴
楽
再
興
の
経
緯
と
歴
史
的
背
景
の
解

明
を
目
指
し
た
い（8）
。

第
一
節　

吉
宗
の
楽
事

ま
ず
は
、
辻
家
の
日
記
か
ら
、
吉
宗
の
音
楽
に
関
す
る
事
蹟
を
追
跡
し
て
い
こ
う
。
吉

宗
の
音
楽
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、荻
生
徂
徠
に
命
じ
て
行
わ
せ
た
『
楽
律
全
書
』
の

校
閲
や
『
三
五
中
略
』
の
校
正
、
徂
徠
実
弟
で
幕
府
儒
官
の
荻
生
北
渓
に
よ
る
徂
徠
著

『
楽
律
考
』
の
献
上
な
ど
、
儒
者
と
の
関
わ
り
か
ら
、
音
楽
へ
の
思
想
面
・
理
論
面
か
ら

の
接
近
に
注
目
が
集
ま
っ
て
お
り
、琴
楽
再
興
も
そ
う
し
た
政
治
思
想
的
な
文
脈
で
位
置

づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る（9）
。
し
か
し
な
が
ら
、吉
宗
の
音
楽
へ
の

関
心
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
楽
事
全
体
を
把
握
す
る
に
は
、
儒
者
に
限
ら
ず
上
方
の

楽
人
な
ど
、音
楽
を
め
ぐ
る
多
様
な
関
係
性
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
琴
楽
再
興
を
吉

宗
の
楽
事
全
体
の
中
で
適
切
に
位
置
付
け
て
い
く
た
め
に
も
、再
興
へ
と
至
る
前
提
と
し
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て
、
吉
宗
と
音
楽
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
基
礎
的
な
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た

い
。吉

宗
の
雅
楽
へ
の
関
心
が
明
瞭
に
表
れ
る
の
は
、
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
で
あ
る
。

こ
の
年
、
増
上
寺
で
催
行
さ
れ
た
徳
川
家
宣
七
廻
忌
法
会
の
た
め
に
辻
近
寛
・
近
任
父
子

が
参
府
す
る
が
、法
会
終
了
後
の
十
月
十
五
日
に
近
任
が
天
王
寺
楽
人
林
広
国
と
と
も
に

近
習
の
大
島
以
興
宅
へ
呼
び
出
さ
れ
、鎌
倉
声
明
寺
（
聖
明
寺
と
も
）
な
る
寺
か
ら
出
た

と
い
う
楽
書
『
根
元
集
』
の
断
簡
を
見
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
先
立
つ
同
月
十
三
日
に

は
紅
葉
山
楽
人
薗
広
成
が
同
様
の
用
件
で
呼
び
出
さ
れ
て
お
り
、
広
成
は
、
紀
州
藩
主
時

代
の
吉
宗
か
ら
『
根
元
集
』
を
見
せ
ら
れ
た
と
い
う（10）
。
吉
宗
が
将
軍
襲
職
前
か
ら
音
楽
へ

の
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。翌
十
六
日
に
は
近
寛
か
ら
近
任
を
介
し
て

大
島
の
も
と
へ
、徳
川
家
宣
の
代
に
近
寛
が
著
し
た
楽
書
（
い
わ
ゆ
る
『
狛
氏
新
録
』『
狛

近
寛
宿
祢
雑
記
』）
と
、
秦
王
に
つ
い
て
の
書
付
、
ま
た
垣
代
の
図
と
「
青
海
波
」
に
関

す
る
古
い
書
物
を
提
出
し
て
い
る（11）
。
こ
れ
に
つ
い
て
近
寛
は
「
定
而
可
入　

御
覧
カ
」
と

書
き
記
し
て
お
り
、こ
れ
ら
の
書
物
は
吉
宗
の
閲
覧
に
供
す
る
た
め
に
提
出
さ
れ
た
も
の

と
み
ら
れ
る
。
享
保
年
間
と
い
え
ば
、ち
ょ
う
ど
幕
命
に
よ
り
諸
寺
社
の
典
籍
が
蒐
集
さ

れ
て
い
た
時
期
で
あ
り
、こ
の
享
保
三
年
に
は
金
沢
称
名
寺
か
ら
も
典
籍
が
到
来
し
て
お

り
、
そ
こ
に
は
『
音
楽
根
源
鈔
』
や
『
三
五
要
録
目
録
』
な
ど
の
楽
書
も
含
ま
れ
て
い

た（12）
。
近
寛
の
楽
書
提
出
も
、
こ
う
し
た
当
該
期
の
典
籍
蒐
集
と
符
合
す
る
動
き
と
い
え
、

雅
楽
に
関
す
る
知
識
が
、
楽
人
や
寺
社
な
ど
様
々
な
ル
ー
ト
で
集
め
ら
れ
、
蓄
積
さ
れ
て

い
た
様
子
が
見
て
取
れ
る
。

近
寛
が
楽
書
を
提
出
し
た
翌
日
の
十
月
十
七
日
に
は
、
辻
家
が
所
持
す
る
笙
「
孔
雀

丸
」「
菊
丸
」「
玉
嶋
丸
」「
小
重
代
丸
」
が
吉
宗
の
上
覧
に
供
さ
れ
「
御
機
嫌
之
由
」
で

あ
っ
た
と
い
う
。
同
時
に
雅
楽
に
関
す
る
種
々
の
下
問
が
あ
り
、「
笛
ノ
秘
曲
獅
子
」
の

こ
と
を
尋
ね
ら
れ
、伎
楽
の
曲
目
で
あ
る
こ
と
を
回
答
し
て
い
る（13）
。
や
や
時
期
は
隔
た
る

が
、元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
に
近
任
が
営
中
で
の
琴
楽
上
覧
の
た
め
に
参
府
し
た
際
に

も
、
天
皇
や
公
家
・
楽
家
・
寺
院
所
蔵
の
銘
器
を
書
き
上
げ
た
書
付
が
提
出
さ
れ（14）
、
紅
葉

山
楽
人
の
東
儀
兼
傅
に
は
神
楽
・
東
遊
の
こ
と
に
つ
い
て
質
問
が
な
さ
れ
て
い
る（15）
。
こ
う

し
た
吉
宗
と
楽
人
た
ち
と
の
や
り
と
り
か
ら
は
、
吉
宗
の
雅
楽
へ
の
関
心
が
、
楽
書
・
楽

器
か
ら
楽
史
に
至
る
ま
で
、
ま
た
、
種
目
を
問
わ
ず
相
当
に
幅
広
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

が
理
解
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、元
文
三
年
九
月
に
実
現
し
た
江
戸
城
白
書
院
で
の
琴
楽
上

覧
に
際
し
て
は
、吉
宗
の
「
御
好
」
に
従
っ
て
「
五
常
楽
」
と
「
陪
臚
」
が
演
目
に
追
加

さ
れ
て
お
り（16）
、吉
宗
の
好
楽
が
琴
楽
再
興
の
前
提
と
し
て
存
し
て
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
琴
楽
再
興
も
ま
た
、こ
う
し
た
吉
宗
の
幅
広
い
志
向
の
中
で
位
置
づ
け
て

い
く
べ
き
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

第
二
節　

琴
楽
再
興
と
儒
者

次
に
、儒
者
た
ち
が
琴
楽
再
興
を
め
ぐ
る
動
向
に
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
た
の
か

を
述
べ
て
い
く
。
辻
家
日
記
に
は
じ
め
て
琴
に
関
す
る
記
事
が
出
て
く
る
の
は
、荻
生
徂

徠
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
七
月
二
十
二
日
に
辻
近

寛
か
ら
、
徂
徠
の
弟
子
で
常
陸
下
館
藩
主
の
黒
田
直
邦
を
介
し
て
、
徂
徠
へ
「
琴
譜
一

巻
」（『
幽
蘭
』）
と
『
琴
用
指
法
』
と
『
方
磬
譜
』
が
貸
与
さ
れ
て
い
る（17）
。
享
保
二
年

（
一
七
一
七
）
五
月
六
日
に
は
「
琴
譜
三
帖
」
が
徂
徠
か
ら
近
寛
へ
到
来
し
て
お
り
、
こ

の
時
に
返
却
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る（18）
。
徂
徠
は
こ
の
琴
譜
を
、単
な
る
知
識
と
い
う
よ

り
は
、
実
際
の
演
奏
を
念
頭
に
お
い
て
借
り
出
し
た
よ
う
で
、
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）

閏
十
月
二
日
に
は
、
明
確
に
「
琴
再
興
之
た
め
ニ
」
と
の
理
由
で
、
近
寛
か
ら
六
調
子
序

（
壱
越
胡
飲
酒
序
・
平
調
五
常
楽
序
・
双
調
胡
飲
酒
序
・
黄
鐘
西
王
楽
序
・
盤
渉
蘇
合
香

序
・
太
食
散
手
序
）
の
笙
譜
を
授
け
ら
れ（19）
、
同
九
日
に
は
、「
秋
風
楽
」
の
笙
譜
が
送
ら

れ
て
い
る（20）
。
こ
の
年
の
近
寛
と
徂
徠
と
の
や
り
と
り
は
、言
う
ま
で
も
な
く
前
節
で
み
た

家
宣
七
廻
忌
法
会
の
た
め
に
近
寛
が
出
府
し
て
い
た
際
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、吉
宗

に
楽
書
や
楽
器
を
提
出
す
る
一
方
で
、徂
徠
と
の
琴
を
め
ぐ
る
交
流
が
深
め
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
こ
の
時
近
寛
か
ら
徂
徠
へ
授
与
さ
れ
た
六
調
子
の
笙
譜
に
は
、「
右
鳳
笙
六

調
子
序
譜
為
琴
五
絃
或

七
絃
、

再
興
授
物
部
茂
卿
刺
史
訖
」
と
の
奥
書
が
付
さ
れ
て
お
り（21）
、「
琴
」
の

語
に
「
五
絃
或
七
絃
」
と
割
書
が
付
さ
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。「
五
絃
」
と
あ
る

の
は
、も
と
五
絃
で
あ
っ
た
琴
に
文
武
二
帝
が
一
絃
ず
つ
を
加
え
て
七
絃
琴
に
し
た
と
い
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う
逸
話
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
五
絃
琴
と
い
え
ば
、徂
徠
は
公
家
所
蔵
の
琴
譜
を
探

索
す
る
な
か
で
、近
寛
か
ら
近
衛
家
所
蔵
の
『
五
絃
琴
譜（22）
』
の
情
報
を
得
て
い
る
が
、「
近

来
明
朝
ヨ
リ
渡
リ
候
琴
譜
ハ
用
ニ
立
不
申
」
と
す
る
よ
う
な
、当
時
中
国
か
ら
渡
来
し
て

い
た
七
絃
琴
に
懐
疑
的
な
態
度（23）
を
と
っ
て
い
た
こ
と
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、徂
徠
の
理

想
の
琴
の
形
が
必
ず
し
も
七
絃
琴
と
い
う
形
に
限
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、聖
代
の
五
絃
琴
も

可
能
性
と
し
て
存
し
て
い
た
様
子
が
見
て
取
れ
、
興
味
深
い
。

一
方
、
辻
家
の
側
も
、
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
五
月
十
四
日
に
旗
本
永
井
尚
品
か
ら

琴
が
持
ち
込
ま
れ
、
近
寛
・
近
任
の
連
名
で
「
古
代
相
用
候
き
ん
の
こ
と
ニ
て
御
座
候
」

と
鑑
定
し
て
い
る
よ
う
に（24）
、
琴
に
つ
い
て
一
定
の
知
見
を
有
し
、
ま
た
、
そ
れ
が
武
家
な

ど
か
ら
求
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
に
、徂
徠
が
著
し
た

『
琴
学
大
意
抄
』
が
辻
家
に
贈
呈
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
と
お
り（25）
、
享
保

初
年
に
は
、
辻
家
と
徂
徠
の
交
流
の
な
か
で
、
琴
に
関
す
る
知
識
が
蓄
積
さ
れ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。

享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
二
月
、辻
近
任
が
幕
府
の
琴
の
御
用
の
た
め
に
江
戸
へ
召

し
出
さ
れ
た（26）
。
こ
の
後
、
琴
御
用
懸
り
と
さ
れ
た
黒
田
直
邦
の
も
と（27）
、
琴
を
雅
楽
合
奏
に

加
え
る
形
で
の
琴
楽
再
興
が
進
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、そ
の
体
制
を
再
興
を
受

け
て
幕
府
か
ら
な
さ
れ
た
褒
賞
か
ら
復
元
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る（28）
。近
任
に
銀
二
十

枚
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
紅
葉
山
楽
人
山
井
景
豊
・
景
栄
父
子
に
は

当
初
よ
り
「
雅
琴
取
立
」
に
参
画
し
た
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
時
服
二
つ
・
銀
十
枚
、
小
野
田

東
川
と
坂
部
五
郎
左
衛
門
（
政
忠
）
に
は
「
雅
琴
指
法
取
立
」
と
の
こ
と
で
そ
れ
ぞ
れ
銀

十
枚
・
銀
五
枚
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
上
方
の
三
方
楽
人
、
江
戸
の
紅
葉
山
楽
人
に
加

え
、小
野
田
や
坂
部
と
い
っ
た
琴
家
た
ち
と
の
協
業
で
再
興
が
遂
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

見
て
取
れ
よ
う
。
一
方
で
、
褒
賞
に
は
名
前
が
見
え
な
い
が
、
儒
者
も
再
興
に
役
割
を
与

え
ら
れ
て
い
た
。
享
保
二
十
年
閏
三
月
十
一
日
に
、
小
野
田
・
坂
部
の
申
し
出
に
よ
り
、

山
井
父
子
と
儒
者
の
太
宰
春
台
の
再
興
へ
の
加
勢
が
、辻
近
任
か
ら
井
上
正
之
に
願
い
出

ら
れ
、
こ
れ
を
認
め
ら
れ
て
い
る（29）
。
山
井
父
子
と
春
台
は
、
前
年
か
ら
黒
田
直
邦
の
も
と

で
小
野
田
・
坂
部
と
と
も
に
琴
再
興
を
進
め
て
き
て
い
た
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
実
態
か
ら

い
え
ば
、
そ
う
し
た
江
戸
の
琴
楽
グ
ル
ー
プ
に
、
京
都
か
ら
や
っ
て
き
た
辻
近
任
が
加

わ
っ
た
と
も
言
え
る
。
近
任
は
、既
に
江
戸
で
調
え
ら
れ
て
い
た
平
調
の
琴
楽
に
五
調
子

を
加
え
て
六
調
子
と
し
、更
に
そ
れ
を
京
都
の
朝
廷
へ
伝
え
る
た
め
に
江
戸
へ
召
し
出
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
先
の
近
任
の
願
書
に
よ
る
と
、山
井
父
子
は
「
音
律
承
合
」
の
た

め
、
春
台
は
唐
書
の
検
討
の
た
め
に
加
勢
し
て
お
り
、
こ
れ
に
小
野
田
と
坂
部
が
「
雅
琴

指
法
取
立
」
の
た
め
に
褒
賞
さ
れ
た
こ
と
を
合
わ
せ
見
る
と
、
雅
楽
・
琴
楽
の
実
践
と
漢

籍
の
解
読
の
双
方
か
ら
琴
楽
再
興
が
目
指
さ
れ
て
い
た
様
子
が
見
て
取
れ
る
。通
説
的
に

は
春
台
は
、
井
上
正
之
か
ら
琴
の
こ
と
に
つ
い
て
召
し
出
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、「
予
ハ

楽
人
ニ
ア
ラ
ヌ
」
と
言
っ
て
固
辞
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
が（30）
、辻
家
の
日
記
に
は
「
昨
廿
二

日
井
上
殿
よ
り
御
招
ニ
付
参
上
之
所
、
琴
之
儀
被
仰
渡
候
故
、
御
請
申
上
候
」
と
あ
り（31）
、

春
台
が
琴
御
用
を
引
き
受
け
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る（32）
。
た
だ
し
、
近
任
と
山
井
・
小

野
田
・
坂
部
が
度
々
開
催
し
て
い
た
会
日
に
は
、
春
台
の
名
前
は
見
出
せ
な
い
。
次
章
で

述
べ
る
よ
う
に
、春
台
は
東
川
と
『

宮
礼
楽
疏
』
に
つ
い
て
討
論
を
重
ね
て
い
た
よ
う

で
あ
り
、実
技
面
を
主
と
す
る
近
任
と
は
活
動
の
場
を
異
に
し
て
い
た
た
め
辻
家
の
記
録

に
残
ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。先
に
見
た
琴
楽
再
興
へ
の
幕
府
か
ら
の
褒
賞
に
際

し
て
も
、
辻
・
山
井
・
小
野
田
・
坂
部
が
褒
賞
を
受
け
て
い
る
の
に
対
し
て
、
春
台
に
つ

い
て
は
「
春
台
先
生
行
状
」
が
「
先
生
独
不
与
焉
。（33）」（
先
生
だ
け
が
こ
れ
に
与
ら
な
か
っ

た
。）
と
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
ど
お
り
そ
の
名
が
み
え
ず
、
春
台
の
琴
楽
再
興
へ
の
関
与
の

仕
方
に
つ
い
て
は
、
な
お
実
態
の
検
討
を
要
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
近
任
の
享
保
二
十
年
の
出
府
時
に
は
、
春
台
ら
琴
楽
再
興
メ
ン
バ
ー
以
外
の
吉

宗
周
辺
の
音
楽
に
関
す
る
活
動
が
確
認
で
き
る
。琴
楽
が
調
い
つ
つ
あ
っ
た
六
月
八
日
に

は
、
江
戸
城
で
荻
生
北
渓
が
琴
の
吟
味
を
実
施
し
て
い
る
ほ
か（34）
、
特
に
注
目
さ
れ
る
の

は
、吉
宗
周
辺
で
十
二
律
の
検
討
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
七
月
十
三
日
に
近
任

は
、
江
戸
城
で
の
銅
管
の
十
二
律
と
の
「
吹
合
」
の
た
め
、「
年
次
」
の
十
二
律
の
持
参

を
命
じ
ら
れ
、翌
十
四
日
に
は
登
城
し
て
い
る（35）
。
吹
合
に
よ
り
銅
管
の
方
が
「
年
次
」
よ

り
も
「
少
め
る
」、
す
な
わ
ち
音
高
が
低
い
と
の
結
果
を
得
て
お
り
、
更
に
こ
の
銅
管
が

近
任
に
下
付
さ
れ
、中
根
元
圭
の
十
二
律
と
比
較
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
よ
く
知
ら
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れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
年
の
十
月
十
七
日
に
は
、
北
渓
に
対
し
て
『
楽
律
考
』
の
献
上

が
幕
府
か
ら
命
じ
ら
れ
て
お
り（36）
、
当
該
期
に
吉
宗
周
辺
に
楽
律
へ
の
高
い
関
心
が
存
し
、

ま
た
、
そ
こ
に
は
琴
楽
再
興
の
た
め
に
出
府
し
て
い
た
近
任
も
関
与
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
琴
楽
再
興
と
楽
律
研
究
の
直
接
的
な
つ
な
が
り
は
未
詳
で
あ
る
が
、次
章
で
見
る
よ

う
に
、小
野
田
の
『
減
字
譜
法
』
で
は
琴
の
調
絃
に
つ
い
て
図
入
り
で
説
明
が
加
え
ら
れ

て
い
る
な
ど
楽
理
面
の
内
容
も
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
音
楽
的
内
容
の
充
実
も
、
吉
宗
の

意
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
、琴
楽
再
興
と
楽
律
研
究
と
の
共

時
性
と
、
担
い
手
の
重
な
り
合
い
は
、
琴
楽
再
興
を
吉
宗
期
の
音
楽
事
業
全
体
の
中
で
位

置
づ
け
て
い
く
た
め
に
重
要
と
思
わ
れ
る
。

第
三
節　

琴
楽
再
興
を
め
ぐ
る
朝
幕
関
係

こ
こ
ま
で
、
将
軍
吉
宗
や
儒
者
と
い
っ
た
、
江
戸
の
動
向
を
中
心
に
見
て
き
た
が
、
前

稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
享
保
二
十
年
の
琴
楽
再
興
は
、
朝
廷
御
用
の
た
め
に
遂
行
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
再
興
の
背
景
を
考
え
る
上
で
、
朝
廷
の
動
向
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な

い（37）
。
そ
も
そ
も
、
琴
楽
再
興
の
発
端
に
つ
い
て
は
、『
徳
川
実
紀
』
の
よ
う
に
吉
宗
の
発

議
に
よ
る
と
す
る
も
の
と（38）
、鈴
木
自
徹
『
礼
用
記
』
の
よ
う
に
中
御
門
天
皇
の
発
議
に
よ

る
と
す
る
も
の（39）
の
両
様
の
認
識
が
併
存
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
両
様
の
認
識
は
、
再
興
が

進
め
ら
れ
て
い
る
同
時
代
か
ら
既
に
存
在
し
て
い
た
。琴
楽
再
興
を
め
ぐ
る
朝
廷
の
認
識

に
つ
い
て
は
、
吉
宗
や
幕
閣
も
気
に
か
け
て
い
た
と
こ
ろ
で
、
再
興
を
進
め
て
い
た
享
保

二
十
年
閏
三
月
三
日
に
、
辻
近
任
は
大
島
以
興
か
ら
、
琴
楽
は
京
都
で
用
い
ら
れ
る
だ
ろ

う
か
と
率
直
に
尋
ね
ら
れ
て
い
る（40）
。
こ
れ
に
対
し
て
近
任
は
、中
御
門
上
皇
に
琴
楽
再
興

の
意
志
が
あ
る
の
で
、
上
皇
自
身
の
琴
の
所
作
も
あ
る
だ
ろ
う
と
述
べ
、
ま
た
、
関
白
近

衛
家
久
も
江
戸
の
琴
楽
の
様
子
を
輪
王
寺
宮
公
寛
親
王
か
ら
伝
え
聞
い
て
お
り
、十
分
に

認
識
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。幕
府
に
よ
る
朝
廷
御
用
の
た
め
の
近
任
の
召
し
出
し
の
前

提
と
し
て
、
上
皇
や
摂
関
家
の
琴
楽
へ
の
関
心
が
存
し
た
の
で
あ
る
。

近
任
の
出
府
が
老
中
奉
書
に
よ
っ
て
発
令
さ
れ
た
の
は
、
享
保
十
九
年
（
一
七
三
四
）

十
一
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、そ
の
時
に
京
都
所
司
代
土
岐
頼
稔
に
宛
て
て
出
さ
れ
た
老

中
連
署
状
に
は
、「
当
夏
辻
大
膳
出
府
之
節
、
唐
僧
心
越
伝
来
之
琴キ
ン

覚
居
候
者
当
地
ニ
有

之
候
に
付
、習
練
い
た
し
罷
登
候
様
ニ
於
京
都
被
仰
付
候
由
」
と
い
う
経
緯
が
記
さ
れ
て

い
る（41）
。
近
任
は
享
保
十
九
年
夏
に
も
出
府
の
機
会
が
あ
り
、そ
の
際
に
江
戸
で
東
皐
心
越

伝
来
の
琴
楽
を
学
び
上
京
す
る
よ
う
に
と
、京
都
で
所
司
代
か
ら
命
じ
ら
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
大（

辻
近
任
）膳上
京
之
時
分
御
聴
ニ
も
達
し
候
事
」、
す
な
わ
ち
中
御
門

天
皇
の
耳
に
も
入
っ
て
い
る
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
明
ら
か
と
な
る
の
は
、江

戸
で
琴
楽
を
習
練
し
、
京
都
へ
持
ち
帰
る
こ
と
が
、
当
初
か
ら
近
任
に
課
さ
れ
て
い
た
役

割
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
稿
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、江
戸
で
は
近
任
出
府
前
か

ら
既
に
あ
る
程
度
の
琴
楽
合
奏
が
可
能
な
状
況
と
な
っ
て
い
た（42）
。も
ち
ろ
ん
六
調
子
の
整

備
な
ど
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
充
実
化
は
近
任
出
府
後
に
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
が
、こ
の
幕

閣
た
ち
の
や
り
と
り
か
ら
は
、
琴
楽
の
習
得
と
そ
れ
を
携
え
て
の
上
京
が
、
近
任
出
府
の

主
眼
に
あ
っ
た
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
。

実
際
の
と
こ
ろ
、
琴
楽
再
興
を
江
戸
で
完
遂
す
る
か
ど
う
か
は
、
近
任
出
府
後
も
な
お

流
動
的
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
近
任
は
享
保
二
十
年
二
月
に
着
府
し
、小
野
田
や
坂
部

ら
と
琴
楽
再
興
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
が
、四
月
十
六
日
に
近
任
か
ら
近
衛
家

に
宛
て
た
書
状
の
中
で
次
の
よ
う
な
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る（43）
。
す
な
わ
ち
、年
頭
御
礼

の
た
め
に
出
府
し
て
い
た
武
家
伝
奏
葉
室
頼
胤
か
ら
聞
い
た
話
と
し
て
、琴
楽
再
興
を
完

遂
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、京
都
で
吟
味
を
し
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
の
提
案

が
高
家
か
ら
伝
奏
へ
な
さ
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
た
上
で
、
近
任
か
ら
伝
奏
へ
、
京
都
に

は
琴
に
通
じ
た
者
が
い
な
い
の
で
、
江
戸
で
完
備
し
て
か
ら
、
そ
れ
を
近
任
が
習
得
し
た

上
で
上
京
さ
せ
る
よ
う
に
と
返
答
す
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
と
申
し
入
れ
た
と
さ
れ
て
い

る
。
琴
の
家
と
し
て
身
を
立
て
よ
う
と
す
る
近
任
の
思
惑
も
多
分
に
入
り
込
ん
で
い
る

が
、
実
際
こ
の
後
、
江
戸
で
琴
楽
の
吟
味
は
完
遂
さ
れ
、
九
月
に
小
野
田
の
『
減
字
譜

法
』
が
提
出
さ
れ
、
十
月
に
は
近
任
、
山
井
父
子
、
小
野
田
・
坂
部
に
対
し
て
褒
賞
が
な

さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。琴
楽
再
興
を
幕
府
主
導
の
も
と
江
戸
で
行
う
こ
と
は
決
し
て

自
明
の
こ
と
で
は
な
く
、
水
面
下
で
は
朝
幕
間
で
駆
け
引
き
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
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再
興
成
っ
た
琴
楽
は
当
初
期
さ
れ
た
と
お
り
近
任
に
よ
っ
て
京
都
に
持
ち
帰
ら
れ
、

十
一
月
二
十
五
日
に
は
仙
洞
御
所
に
お
い
て
中
御
門
上
皇
の
前
で（44）
、十
二
月
一
日
に
は
小

御
所
に
お
い
て
桜
町
天
皇
の
前
で
披
露
さ
れ
た（45）
。
琴
楽
に
対
し
て
、中
御
門
上
皇
や
桜
町

天
皇
が
ど
の
よ
う
な
反
応
を
見
せ
た
の
か
は
明
確
で
は
な
い
が
、中
御
門
上
皇
は
特
に
殊

勝
に
感
じ
入
り
、
近
任
を
昇
殿
さ
せ
て
琴
の
独
奏
に
聞
き
入
っ
た
と
い
う
。
元
文
二
年

（
一
七
三
七
）
に
近
任
は
大
島
に
対
し
て
仙
洞
で
の
琴
楽
聴
聞
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る

が
、
そ
こ
で
は
、
上
皇
か
ら
昇
殿
を
許
さ
れ
、
側
近
く
で
弾
琴
し
た
こ
と
を
記
し
た
う
え

で
、南
都
楽
人
の
窪
近
純
が
仙
洞
で
御
楽
を
命
じ
ら
れ
た
時
に
は
昇
殿
を
許
さ
れ
な
か
っ

た
こ
と
、
ま
た
、
地
下
官
人
を
統
括
す
る
大
外
記
押
小
路
家
や
官
務
壬
生
家
で
も
昇
殿
す

る
こ
と
は
な
い
こ
と
、
更
に
、
天
皇
の
師
範
と
な
る
楽
人
で
あ
っ
て
も
昇
殿
す
る
先
例
は

な
い
こ
と
を
列
挙
し
、自
身
の
昇
殿
が
い
か
に
特
別
で
あ
る
か
が
強
調
さ
れ
て
い
る（46）
。
公

家
社
会
で
は
、
昇
殿
の
可
否
こ
そ
が
堂
上
と
地
下
を
分
か
つ
身
分
差
な
の
で
あ
っ
て
、
こ

こ
で
主
張
さ
れ
て
い
る
と
お
り
地
下
楽
人
で
あ
る
近
任
の
昇
殿
は
ま
さ
に
異
例
で
あ
る
。

こ
う
し
た
異
例
の
昇
殿
を
許
す
ほ
ど
に
上
皇
が
琴
楽
に
対
し
て
執
心
で
あ
っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
よ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
摂
家
の
一
条
兼
香
が
「
琴
甚
難
合
奏
」
と
伝
え
聞
き（47）
、

老
中
本
多
忠
良
が
「
琴
之
義
者
元
糸
細
ク
楽
ニ
ハ
入
か
た
き
物
之
由
」
と
評
し
た
よ
う

に（48）
、
琴
自
体
の
音
量
が
小
さ
い
と
い
う
特
性
か
ら
、
側
近
く
に
召
し
寄
せ
て
聴
聞
し
た
可

能
性
も
あ
ろ
う
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
楽
器
自
体
の
特
性
に
よ
っ
て
一
時
的
で
は
あ
る
が

一
つ
の
身
分
秩
序
が
突
き
崩
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、宮
廷
音
楽
史
上
注
目
す
べ
き
事
例

で
あ
る
と
見
做
せ
よ
う
。
こ
の
後
、元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
に
加
納
久
通
が
琴
楽
再
興

の
経
緯
に
つ
い
て
「
琴
之
義
ハ
先
年
御
吟
味
有
之
相
極
り
禁
裏
よ
り
御
再
興
被
仰
出
、此

方
ニ
而
ハ
御
世
話
被
遊
被
進
候
之
事
に
て
候（49）
」と
明
言
し
て
い
る
こ
と
か
ら
看
取
で
き
る

よ
う
に
、
幕
閣
で
は
琴
楽
再
興
が
、
中
御
門
天
皇
の
意
向
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
認

識
が
定
着
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
見
た
よ
う
に
、
琴
楽
再
興
は
江
戸
で
遂
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
常
に

朝
廷
と
の
関
係
、
京
都
へ
の
移
入
が
念
頭
に
置
か
れ
、
事
業
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
特
に

朝
廷
へ
の
琴
楽
導
入
の
背
景
に
は
、中
御
門
天
皇
の
琴
へ
の
志
向
が
存
し
て
い
た
の
で
あ

り
、
朝
廷
で
の
琴
楽
へ
の
関
心
の
高
ま
り
が
な
け
れ
ば
、
吉
宗
に
よ
る
琴
楽
再
興
は
実
現

し
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

小
括享

保
の
琴
楽
再
興
は
、
吉
宗
の
雅
楽
へ
の
志
向
を
前
提
と
し
て
、
儒
者
た
ち
に
よ
る
琴

に
つ
い
て
の
思
想
・
知
識
の
深
ま
り
と
、
中
御
門
天
皇
を
中
心
と
す
る
朝
廷
で
の
琴
楽
へ

の
関
心
の
高
ま
り
、
こ
れ
ら
が
合
わ
さ
っ
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
再
興
事
業
に

は
、
辻
近
任
な
ど
の
楽
人
と
小
野
田
東
川
ら
の
琴
家
に
加
え
て
、
儒
者
と
し
て
太
宰
春
台

も
名
前
を
連
ね
て
お
り
、実
践
と
思
想
の
結
節
点
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
。
ま
た
同
時

に
、
再
興
成
っ
た
琴
楽
は
、
幕
府
か
ら
朝
廷
へ
進
献
さ
れ
る
こ
と
が
既
定
路
線
で
あ
っ
た

よ
う
に
、
朝
幕
の
結
節
点
と
な
る
事
業
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
結
節
点
に
、
朝
廷
や

幕
府
、
ま
た
琴
家
や
儒
者
そ
れ
ぞ
れ
と
交
渉
を
も
っ
た
辻
家
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
辻
家
の
視
点
か
ら
は
、
吉
宗
の
個
性
や
幕
府
の
独
自
性
と
い
っ
た
観
点
の
み
で
は
と

ら
え
き
れ
な
い
、琴
楽
再
興
を
め
ぐ
る
多
様
な
関
係
性
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。

第
二
章　

琴
楽
再
興
に
お
け
る
音
楽
的
内
容
の
実
態

本
章
で
は
、
享
保
年
間
の
琴
楽
再
興
に
お
け
る
音
楽
内
容
の
実
態
を
考
証
す
る（50）
。
ま
ず

第
一
節
で
は
、
琴
楽
再
興
を
実
現
さ
せ
る
た
め
、
実
際
ど
の
よ
う
に
琴
を
雅
楽
に
編
入
し

て
合
奏
で
き
る
よ
う
に
し
た
の
か
と
い
う
点
を
、
小
野
田
東
川
の
報
告
書
と
み
ら
れ
る

『
減
字
譜
法
』
を
読
み
解
く
こ
と
で
、
明
ら
か
に
す
る
。
第
二
節
で
は
、
琴
楽
再
興
の
所

産
と
み
ら
れ
る
複
数
の
現
存
す
る
琴
譜
の
来
歴
と
内
容
を
分
析
・
解
釈
し
、
琴
楽
再
興
に

お
け
る
奏
楽
の
実
態
を
具
体
的
に
示
し
た
い
。

第
一
節　

小
野
田
の
報
告
書
『
減
字
譜
法
』
か
ら
知
ら
れ
る
琴
編
入
の
検
討
と
方
法

彦
根
城
博
物
館
所
蔵
井
伊
家
伝
来
典
籍
﹇V412

﹈『
減
字
譜
法
』（
写
本
一
冊
）
は
、
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「
維
時
／
享
保
二
十
歳
次
乙
卯
九
月
重
陽
之
翼
／
藤
国
光
於
松
菊
舎
謹
識
」（
／
は
改
行
）

と
の
奥
書
が
あ
り
、
そ
の
傍
ら
に
朱
印
「
一
琴
一
鶴
」「
東
川
」
が
確
認
で
き
、
小
野
田

国
光
（
号
は
東
川
）
が
享
保
二
十
年
九
月
十
日
に
著
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る（51）
。
本
文
は
、

小
野
田
が
幕
命
を
受
け
て
、琴
編
入
の
方
法
と
検
討
の
経
緯
に
つ
い
て
報
告
し
た
内
容
と

な
っ
て
お
り
、
幕
府
側
に
提
出
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
本
書
の
冒
頭
部
に
は
、
小
野

田
が
琴
楽
再
興
を
拝
命
す
る
ま
で
の
経
緯
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
ま
ず
は
、
そ
の
内

容
を
要
約
し
て
以
下
に
示
す
。

小
野
田
は
自
身
の
主
君
で
あ
っ
た
旗
本
の
杉
浦
正
職
（
号
は
琴
川
）
か
ら
琴
を
学
び
、

長
年
鍛
錬
し
て
き
た
。
そ
の
琴
の
系
統
は
、中
国
明
か
ら
来
日
し
て
徳
川
光
圀
に
招
聘
さ

れ
た
東
皐
心
越
禅
師
が
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
杉
浦
は
初
め
、琴
を
幕
府
儒
官
の
人
見
竹

洞
か
ら
学
び
、
そ
の
後
、
竹
洞
と
共
に
心
越
か
ら
琴
を
学
ん
だ
と
い
う
。
享
保
二
十
年
二

月
中
旬
に
小
野
田
は
坂
部
政
忠
と
共
に
、
幕
府
か
ら
、
雅
楽
管
絃
に
合
わ
せ
る
琴
の
譜
の

「
諧
音
」（
既
存
の
歌
辞
や
楽
曲
に
調
和
す
る
よ
う
伴
奏
や
合
奏
の
音
と
そ
の
弾
法
を
付
け

て
譜
面
化
す
る
こ
と
）
を
命
ぜ
ら
れ
、
続
い
て
、
そ
の
琴
の
弾
法
を
辻
近
任
に
伝
授
せ
よ

と
の
命
を
受
け
た
。
共
に
拝
命
し
た
坂
部
は
、古
楽
探
求
を
志
し
て
琴
を
学
び
に
来
た
小

野
田
の
弟
子
で
あ
る
と
い
う
。

以
上
が
拝
命
ま
で
の
経
緯
で
あ
る
。
次
は
、
引
き
続
き
『
減
字
譜
法
』
か
ら
、
小
野
田

ら
が
行
っ
た
内
容
を
紹
介
す
る
が
、
そ
の
前
に
一
点
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
こ
の
琴
楽
再
興
が
、
な
ぜ
、
琴
を
日
本
の
雅
楽
管
絃
に
加
え
る
と
い
う
形
を
目

指
し
た
も
の
だ
っ
た
の
か
。
言
い
換
え
る
と
、そ
の
よ
う
な
形
が
な
ぜ
「
再
興
」
と
み
な

さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

琴
は
、
そ
の
来
歴
を
辿
る
と
、
日
本
雅
楽
の
管
絃
（
唐
楽
の
器
楽
合
奏
）
に
使
用
さ
れ

伝
承
さ
れ
て
き
た
楽
器
（
笙
、
龍
笛
、
篳
篥
、
箏
、
琵
琶
な
ど
）
と
同
じ
く
、
奈
良
時
代

に
は
唐
代
中
国
か
ら
日
本
に
伝
来
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
、平
安
時
代

の
文
献
に
は
、
琵
琶
、
箏
、
笙
な
ど
と
共
に
琴
が
奏
さ
れ
た
ら
し
き
記
録
が
見
え
、『
源

氏
物
語
』
に
も
琴
と
他
の
楽
器
と
の
合
奏
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
平
安
末
期
以

降
、
琴
の
伝
承
は
ほ
ぼ
断
絶
し
た
。
よ
っ
て
、
日
本
で
は
か
つ
て
琴
が
管
絃
と
共
に
奏
さ

れ
た
と
認
識
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
故
、
こ
の
琴
楽
再
興
で
は
、
雅
楽
管
絃
に
琴
を
加
え
る

と
い
う
の
が
、失
わ
れ
た
古
の
奏
楽
の
形
を
再
び
興
す
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。し

か
し
実
際
は
、
管
絃
と
琴
の
合
奏
の
た
め
の
楽
譜
は
残
っ
て
お
ら
ず（52）
、
当
時
ど
の
よ

う
に
合
奏
さ
れ
た
の
か
は
知
る
由
も
な
い
。
つ
ま
り
再
興
と
言
っ
て
も
、手
が
か
り
と
な

る
史
料
が
な
い
中
で
、
小
野
田
ら
は
如
何
に
し
て
雅
楽
管
絃
に
琴
を
編
入
・
合
奏
で
き
る

よ
う
琴
の
「
諧
音
」
を
行
っ
た
の
か
。
以
下
、『
減
字
譜
法
』
に
拠
っ
て
、
彼
ら
が
採
っ

た
方
法
を
具
体
的
に
見
て
い
き
た
い
。

（
一
）
参
照
し
た
文
献

小
野
田
ら
が
琴
の
「
諧
音
」
に
際
し
て
全
面
的
に
参
照
し
た
の
は
、拝
命
前
か
ら
す
で

に
閲
読
し
て
い
た
と
い
う
中
国
明
代
の
儒
家
の
礼
楽
書
、李
之
藻
撰
『

宮
礼
楽
疏
』
で

あ
る
。
更
に
そ
れ
を
補
う
た
め
に
使
用
し
た
の
は
、
明
代
の
琴
譜
集
（
理
論
書
・
奏
法
書

も
含
む
）
で
あ
る
張
大
命
撰
『
琴
経
』『
琴
譜
』、
楊
掄
撰
『
太
古
遺
音
』『
伯
牙
心
法
』、

胡
文
煥
撰
『
文
会
堂
琴
譜
』、
張
廷
玉
撰
『
理
性
元
雅
』、
及
び
清
代
の
莊
臻
鳳
撰
『
琴
学

心
声
』
と
、
明
代
の
類
書
で
あ
る
唐
順
之
（
荊
川
）
撰
『
稗
編
』
等
で
あ
っ
た（53）
。

な
お
、『
減
字
譜
法
』
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
小
野
田
が
『

宮
礼
楽
疏
』
を

閲
読
な
い
し
検
討
し
た
際
、
実
は
、
荻
生
徂
徠
の
弟
子
の
太
宰
春
台
が
こ
れ
を
主
導
し
て

い
た
ら
し
い
。「
春
台
先
生
行
状
」
に
は
、
享
保
年
間
の
琴
楽
再
興
の
時
、「
国
光
故
与
先

生
善
。
於
是
従
先
生
討
論
李
之
藻
楽
書
。（54）」（〔
小
野
田
〕
国
光
は
以
前
よ
り
〔
春
台
〕
先

生
と
親
し
か
っ
た
た
め
、先
生
に
従
っ
て
李
之
藻
の
楽
書
〔『

宮
礼
楽
疏
』〕
を
討
論
し

た
。）
と
あ
る
。『

宮
礼
楽
疏
』
を
使
用
し
た
の
は
、
そ
の
蔭
に
儒
者
春
台
の
導
き
が

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

（
二
）
採
用
し
た
記
譜
法

雅
楽
管
絃
曲
へ
の
「
諧
音
」、
つ
ま
り
琴
の
パ
ー
ト
の
楽
音
と
そ
の
弾
法
を
付
け
る
作

業
を
行
う
際
に
は
、そ
れ
を
楽
譜
に
記
す
必
要
が
あ
る
。
小
野
田
ら
が
諧
音
に
際
し
て
採
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用
し
た
記
譜
法
は
、
彼
ら
が
参
照
し
た
と
い
う
前
掲
の
明
・
清
代
の
琴
譜
集
と
『

宮
礼

楽
疏
』
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
、「
減
字
譜
」
と
称
す
る
現
行
の
記
譜
法
で
あ
っ
た
。

（
三
）
使
用
す
る
演
奏
法
の
選
択
と
限
定

琴
の
演
奏
法
は
多
様
で
複
雑
で
あ
り
（
後
述
）、
そ
の
こ
と
は
、
小
野
田
ら
が
参
照
し

た
前
掲
の
琴
譜
集
の
内
容
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、当
該
琴
楽
再
興
に
お
い
て

は
、
専
ら
『

宮
礼
楽
疏
』
に
載
せ
る
〝
雅
楽
〞（
こ
こ
で
言
う
〝
雅
楽
〞
と
は
、
中
国

の
朝
廷
に
お
け
る
宗
廟
祭
祀
や
孔
廟
の
釈
奠
等
で
奏
さ
れ
る
雅
正
な
る
楽
の
こ
と
。以
下

〝
雅
楽
〞
と
表
記
す
る
も
の
は
、
日
本
の
雅
楽
で
は
な
く
、
右
に
述
べ
た
、
中
国
で
古
来

言
う
と
こ
ろ
の
〝
雅
楽
〞
を
指
す
こ
と
と
す
る
）
の
規
定
に
拠
り
、〝
雅
楽
〞
に
相
応
し

い
と
さ
れ
る
奏
法
の
み
を
使
用
す
る
よ
う
限
定
し
た
。
で
は
、具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
奏

法
を
選
択
し
た
の
か
。
そ
の
詳
細
を
述
べ
る
前
に
、琴
の
通
常
の
演
奏
法
が
如
何
な
る
も

の
か
、
先
に
説
明
し
て
お
く
。

〈
琴
の
通
常
の
演
奏
法
〉
琴
に
は
柱
が
無
く
、
表
面
に
「
徽
」
と
呼
ば
れ
る
十
三
の
印

が
絃
に
沿
っ
て
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。
演
奏
の
際
は
、
右
手
の
指
で
解
放
絃
の
音
（「
散

音
」
と
称
す
る
）
を
弾
じ
る
だ
け
で
な
く
、
多
く
は
、
十
三
の
徽
の
位
置
（「
徽
位
」）
を

目
印
に
左
手
の
指
で
絃
を
押
さ
え
て
音
高
を
変
え
な
が
ら
、右
指
で
絃
を
は
じ
い
て
音
を

出
す
（
絃
を
押
さ
え
て
出
す
音
を
「
按
音
」
と
称
す
る
）。
更
に
は
左
指
を
滑
ら
せ
た
り

揺
ら
し
た
り
し
て
余
韻
に
変
化
を
付
け
る
。
ま
た
、絃
上
の
徽
位
を
左
指
で
軽
く
触
れ
な

が
ら
絃
を
は
じ
き
、「
泛
音
」（
ハ
ー
モ
ニ
ッ
ク
ス
音
）
を
出
す
奏
法
も
多
用
さ
れ
る
。
全

て
の
音
に
対
し
、ど
の
指
で
ど
ち
ら
に
向
か
っ
て
ど
の
よ
う
に
絃
を
は
じ
く
か
と
い
っ
た

指
遣
い
の
方
法
や
、
連
続
す
る
指
遣
い
の
パ
タ
ー
ン
な
ど
、
様
々
な
奏
法
（「
指
法
」
と

称
す
る
）
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
百
種
近
い
指
法
が
あ
る
。

以
上
が
一
般
的
な
奏
法
で
あ
る
が
、『

宮
礼
楽
疏
』、
及
び
本
書
が
全
面
的
に
参
照
・

引
用
す
る
朱
載
堉
（
明
朝
鄭
恭
王
の
世
子
で
「
鄭
世
子
」
と
称
さ
れ
る
）
の
説
に
拠
る

と
、〝
雅
楽
〞
で
は
、
琴
は
右
に
述
べ
た
よ
う
な
多
種
多
様
な
奏
法
を
用
い
ず
、
演
奏
法

を
限
定
す
る
と
い
う（55）
。
こ
れ
に
倣
い
、小
野
田
ら
は
使
用
す
る
奏
法
を
以
下
の
よ
う
に
定

め
た
。

①
使
用
す
る
音
種
と
徽
位
に
つ
い
て

『

宮
礼
楽
疏
』
巻
五
「
琴
詁
」
に
、「
泛
音
鄭
声
、
君
子
弗
貴
」（
泛
音
は
鄭
声
〔
み

だ
ら
な
音
楽
〕
で
あ
り
、
君
子
は
泛
音
を
貴
ば
な
い
。）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
泛
音
は
使

わ
な
い
。
散
音
と
按
音
の
み
用
い
る
が
、
按
音
は
、
第
九
・
十
・
十
一
徽
を
押
さ
え
て
弾
ず

る
音
の
み
に
限
定
す
る
。
左
の
指
を
滑
ら
せ
た
り
揺
ら
し
た
り
す
る
奏
法
も
〝
雅
楽
〞
で

は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
た
め
使
用
し
な
い
。
―
小
野
田
ら
が
定
め
た
内
容
は
以
上
で
あ
る

が
、
按
音
を
第
九
・
十
・
十
一
徽
の
み
に
限
定
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
説
明
を
加
え

て
お
く
。

第
九
・
十
徽
按
音
は
、
そ
の
絃
の
散
音
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
完
全
五
度
上
と
四
度
上
の
音
程

を
発
す
る
も
の
で
あ
る
。『

宮
礼
楽
疏
』
に
引
く
鄭
世
子
の
説
で
、「
惟
此
両
徽
雅
楽
尚

之
。」（〝
雅
楽
〞
で
は
、
た
だ
こ
の
二
つ
の
徽
を
尊
ぶ
。）
と
あ
り
、
こ
れ
に
随
っ
た
と
い

う
。
一
方
、
第
十
一
徽
按
音
も
採
用
し
た
訳
に
つ
い
て
、『
減
字
譜
法
』
に
説
明
は
な
い

が
、
同
書
に
記
載
す
る
琴
調
絃
法
の
図
（
後
掲
）
等
か
ら
、
次
の
よ
う
に
推
察
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
小
野
田
ら
が
採
用
し
た
調
絃
法
（
後
述
）
は
、
五
音
音
階
に
基
づ
く
も
の
で

あ
る
。
こ
の
場
合
、
隣
り
合
う
低
音
の
絃
と
の
音
程
が
、
他
よ
り
半
音
高
い
絃
が
一
〜
二

絃
含
ま
れ
る
。
そ
の
絃
上
で
、他
絃
の
散
音
と
同
音
（
同
度
ま
た
は
オ
ク
タ
ー
ブ
異
な
る

音
程
）
あ
る
い
は
四
度
・
五
度
音
程
を
な
す
按
音
を
奏
す
る
に
は
、
十
徽
よ
り
半
音
低
い

位
置
に
あ
る
十
一
徽
按
音
を
使
用
す
る
必
要
が
生
ず
る
。そ
の
た
め
補
助
的
に
十
一
徽
按

音
も
一
部
採
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

②
使
用
す
る
指
法
と
そ
の
譜
字
に
つ
い
て

『

宮
礼
楽
疏
』
巻
五
「
減
字
譜
法
」
に
随
い
、〝
雅
楽
〞
の
琴
譜
に
見
ら
れ
る
指
法
と

譜
字
の
み
を
用
い
る
。
右
手
で
使
用
す
る
の
は
次
の
四
法
の
み
で
あ
る
。

○
「
挑
」

―
人
差
し
指
で
絃
を
外
に
向
け
て
撥
ね
る
。
減
字
譜
の
譜
字
は
「
怨
」
と
表

記
。

○
「
勾
」

―
中
指
で
絃
を
内
に
向
け
て
引
っ
か
く
。
譜
字
は
「
変
」
と
表
記
。

○
「
撮
」（「
斉
撮
」
と
も
）

―
某
絃
の
散
音
と
他
の
絃
上
の
按
音
を
、二
本
の
指
で
同
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時
に
は
じ
い
て
二
和
音
を
出
す
。
例
え
ば
、
中
指
で
第
四
絃
を
「
勾
」
し
、
人
差
し
指
で

第
七
絃
を
「
挑
」
す
る
の
を
同
時
に
行
う
な
ど
。
親
指
と
人
差
し
指
で
も
行
う
。

○
そ
の
他
、「
散
音
」（
開
放
弦
の
音
）
を
表
す
譜
字
の
「
拔
」
を
用
い
る
。

左
手
が
使
用
す
る
の
は
、中
指
と
親
指
で
絃
を
押
さ
え
る
指
法
の
み
。
そ
れ
ぞ
れ
の
譜

字
は
「
中
」・「
大
」
と
表
記
さ
れ
る
。

以
上
、
演
奏
法
に
つ
い
て
は
、『

宮
礼
楽
疏
』
に
述
べ
る
〝
雅
楽
〞
の
規
定
に
倣
い
、

非
常
に
限
定
さ
れ
た
奏
法
を
採
用
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
次
は
、琴
の
調
絃
法
に
つ

い
て
見
て
い
き
た
い
。

（
四
）
日
本
雅
楽
の
六
調
子
に
対
応
さ
せ
る
琴
の
調
絃
法
の
選
択

琴
の
調
絃
法
（「
定
弦
法
」
と
も
）
は
古
来
、
様
々
な
種
類
が
あ
り
、
例
え
ば
『
琴
経
』

に
は
三
十
種
の
調
絃
法
を
載
せ
る
。た
だ
し
実
際
に
使
用
さ
れ
る
調
絃
法
は
そ
れ
ほ
ど
多

様
で
は
な
く
、
明
代
以
降
の
琴
譜
に
拠
る
と
、
基
本
の
調
絃
法
で
あ
る
「
正
調
」（「
正
宮

調
」
と
も
）
で
奏
す
る
楽
曲
が
多
く
を
占
め
て
い
る
。
で
は
、琴
楽
再
興
で
は
ど
の
よ
う

な
調
絃
法
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
減
字
譜
法
』
に
は
、
採
用
し
た
各
調
絃
法
の
図
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る

と
、
右
の
正
調
を
含
め
、
五
音
音
階
に
基
づ
い
た
五
種
の
調
絃
法
（
正
調
・
縵
角
調
・
縵

宮
調
・
緊
羽
調
・
清
商
調
）
を
採
用
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
小
野
田
は
、
そ
れ
ら
五
調
は

『

宮
礼
楽
疏
』
に
随
っ
た
と
述
べ
て
お
り
、
照
合
す
る
と
、
五
調
の
内
容
（
各
絃
の
音

程
関
係
の
定
め
方
）
は
確
か
に
、同
書
巻
五
「
琴
詁
」
及
び
「
鼓
琴
定
弦
法
」
を
参
照
し

た
も
の
と
看
取
で
き
た
。

な
お
、
こ
れ
に
付
言
し
て
、
彼
ら
が
わ
ざ
わ
ざ
五
種
も
の
調
絃
を
用
い
る
こ
と
に
し
た

理
由
な
い
し
背
景
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
き
た
い
。
辻
家
の
日
記
に
よ
る
と
、『
減
字

譜
法
』
執
筆
前
の
享
保
二
十
年
二
月
、
初
め
に
琴
と
雅
楽
の
合
奏
が
試
演
さ
れ
た
際
、
小

野
田
ら
は
日
本
雅
楽
（
唐
楽
）
の
六
調
子
の
う
ち
、平
調
に
属
す
る
曲
を
三
曲
演
奏
し
た

が
、
そ
の
後
三
月
に
、
他
の
調
子
（
壹
越
調
・
双
調
・
黄
鐘
調
・
盤
渉
調
・
太
食
調
）
の

曲
も
三
曲
ず
つ
取
り
立
て
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
と
い
う（56）
。
こ
の
要
求
に
対
応
す
る
た
め
、

五
種
の
調
絃
を
採
用
し
て
使
い
分
け
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、そ
の
背
景
と

し
て
は
荻
生
徂
徠
の
楽
論
が
影
響
し
た
と
も
推
察
す
る
が
、こ
の
件
に
つ
い
て
は
後
述
す

る
。さ

て
、
琴
を
日
本
雅
楽
の
管
絃
と
合
わ
せ
る
際
、
問
題
と
な
る
の
は
、
琴
の
五
種
の
調

絃
が
、
そ
れ
ぞ
れ
雅
楽
の
六
調
子
の
ど
れ
に
適
合
す
る
か
（
あ
る
い
は
対
応
で
き
る
か
）

と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、『

宮
礼
楽
疏
』
を
含
め
、

中
国
の
文
献
は
ど
れ
も
参
考
に
な
ら
な
い
。
結
論
か
ら
言
う
と
、こ
の
問
題

―
六
調
子

の
各
曲
を
琴
の
五
つ
の
調
絃
法
の
ど
れ
で
演
奏
す
る
か

―
に
関
し
て
、『
減
字
譜
法
』

で
は
検
討
の
経
緯
や
根
拠
を
何
も
述
べ
て
い
な
い
が
、お
そ
ら
く
荻
生
徂
徠
の
説
に
拠
っ

て
、そ
れ
ら
の
対
応
関
係
を
定
め
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
詳
し
く
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。『

減
字
譜
法
』
に
は
、
日
本
雅
楽
の
六
調
子
に
対
応
し
た
琴
の
五
調
の
図
を
六
種
載
せ

て
い
る
（
図
1
）。
こ
れ
ら
の
図
に
は
、一
〜
七
絃
の
散
音
（「
散
声
」
と
も
）
と
使
用
す

る
按
音
の
音
高
な
ど
が
、
日
本
の
十
二
律
名
で
記
し
て
あ
り
、
更
に
各
図
に
は
、
そ
の
調

絃
法
が
日
本
雅
楽
の
調
子
の
ど
れ
に
当
た
る
か
を
注
記
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、琴
の
正

調
は
「
黄
鐘
也
」、
縵
角
調
は
「
平
調
也
」、
縵
宮
調
は
「
盤
渉
調
也
」、
緊
羽
調
は
「
壹

越
調
也
」、
清
商
調
は
「
双
調
也
」
と
あ
り
、
最
後
の
六
調
目
の
図
に
は
「
大
食
調
」「
用

縵
角
調
也
」
と
記
す
。
つ
ま
り
、
日
本
雅
楽
の
黄
鐘
調
の
曲
は
琴
の
正
調
の
調
絃
で
、
平

調
曲
は
縵
角
調
で
、
盤
渉
調
曲
は
縵
宮
調
で
、
壹
越
調
曲
は
緊
羽
調
で
、
双
調
曲
は
清
商

調
で
奏
す
る
。
太
食
調
（
大
食
調
）
曲
は
、（
主
音
を
同
じ
く
す
る
）
平
調
と
同
様
に
縵

角
調
を
用
い
る
、
と
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
前
述
の
如
く
、
本
書
に
は
こ
の

よ
う
に
定
め
た
根
拠
等
の
説
明
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
対
応
関
係
は
全
て
、
荻
生
徂
徠
が

著
作
『

園
随
筆
』『
楽
制
篇
』『
琴
学
大
意
抄
』
等
に
論
じ
た
古
楽
五
調
の
制
に
関
す
る

持
説
と
完
全
に
合
致
す
る
の
で
あ
る
（
徂
徠
の
持
説
は
結
論
の
み
を
表
1
に
ま
と
め
た
。

詳
細
は
後
述
）。
よ
っ
て
徂
徠
の
説
を
参
照
し
た
と
推
測
で
き
る
。
こ
の
調
絃
の
問
題
に

も
、
太
宰
春
台
の
協
力
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
、
徂
徠
の
『
琴
学
大
意
抄
』

は
享
保
七
年
に
成
書
し
、
辻
氏
に
浄
書
し
た
一
本
を
贈
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る（57）
。
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以
上
が
、琴
楽
再
興
で
用
い
ら
れ
た
調
絃
法
の
内
容
で
あ
る
。
徂
徠
の
説
が
採
用
さ
れ

た
可
能
性
を
指
摘
し
た
が
、そ
の
場
合
に
考
え
ら
れ
る
意
義
と
思
想
的
な
背
景
に
つ
い
て

も
、
以
下
に
述
べ
て
お
き
た
い
。

そ
も
そ
も
徂
徠
の
古
楽
五
調
の
制
に
関
す
る
持
説（58）
と
は
、
儒
学
の
礼
楽
思
想
に
お
い
て

理
想
と
さ
れ
る
、
中
国
古
代
聖
人
が
定
め
た
と
い
う
雅
正
な
る
古
楽
（「
大
楽
」
と
も
称

さ
れ
る
）
の
探
求
を
目
的
と
し
た
研
究
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。
徂
徠
の
説
は
、お
よ
そ

次
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
聖
人
の
古
楽
の
調
の
制
度
は
、
周
・
漢
か
ら
魏
・

晋
・
南
朝
・
隋
ま
で
伝
え
ら
れ
た
五
調
で
あ
り
、
そ
れ
は
唐
代
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た

が
、
た
だ
琴
の
調
に
は
遺
存
す
る
。
ま
た
、
そ
の
古
楽
五
調
の
制
は
、
南
朝
梁
・
陳
以
前

に
琴
と
共
に
日
本
に
伝
わ
り
、日
本
雅
楽
の
唐
楽
の
調
子
に
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
徂
徠
は
考
察
し
、
古
楽
の
五
調
と
琴
の
五
調
（
五
種
の
調
絃
法
）、
及
び
日
本
雅
楽
の

五
調

―
六
調
子
の
う
ち
、
平
調
と
主
音
を
同
じ
く
す
る
太
食
調
を
同
類
と
み
な
し
て
、

実
際
は
五
調
あ
る
の
み
と
し
た

―
の
対
応
関
係
を
分
析
し
た（
表
1
）。
し
た
が
っ
て
、

徂
徠
の
説
か
ら
す
る
と
、日
本
雅
楽
の
五
調
（
六
調
子
）
の
曲
を
そ
れ
ぞ
れ
符
合
す
る
琴

の
五
種
の
調
絃
法
で
合
わ
せ
て
奏
す
る
と
い
う
の
は
、聖
人
の
古
楽
の
制
度
に
基
づ
い
て

「
大
楽
」
を
再
興
さ
せ
る
と
い
う
意
味
を
持
つ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
琴
楽
再
興
に
お
い
て
は
、
前
述
の
如
く
六
調
子
（
五
調
）
全
て
の
曲
を
取

〔図 1〕『減字譜法』に記載する六種の調絃の図より「縵角調」の図

〔表 1〕  荻生徂徠の古楽五調
に関する持説
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り
立
て
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
各
調
子
の
曲
に
、
徂
徠
の
説
の
と
お
り
の
琴
の
五
種
の
調

絃
法
が
採
用
さ
れ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、徂
徠
の
楽
論
の
影
響
が
あ
っ
た
と
み
て
良
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
五
）
具
体
的
な
「
諧
音
」
の
方
法

そ
れ
で
は
最
後
に
、小
野
田
ら
が
如
何
な
る
方
法
で
日
本
雅
楽
の
管
絃
曲
に
琴
を
編
入

し
た
の
か
、
と
い
う
具
体
的
な
「
諧
音
」（
こ
の
場
合
は
、
既
存
の
曲
に
調
和
す
る
よ
う

琴
の
楽
音
と
弾
法
を
付
け
て
い
く
と
い
う
作
業
）
の
方
法
を
見
て
い
き
た
い
。

先
に
結
論
を
述
べ
る
と
、
小
野
田
ら
が
採
っ
た
方
法
と
は
、
雅
楽
曲
に
お
け
る
既
存
の

主
旋
律
に
基
づ
く
の
で
も
な
く
、か
と
い
っ
て
他
の
絃
楽
器
の
伴
奏
法
を
参
照
し
た
も
の

で
も
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
や
は
り
『

宮
礼
楽
疏
』
を
参
照
し
、同
書
に

記
載
す
る
〝
雅
楽
〞
の
琴
の
演
奏
パ
タ
ー
ン
に
倣
っ
て
、諧
音
を
試
み
た
と
い
う
。
こ
れ

を
小
野
田
は
「
古
制
」
と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
し
、こ
の
方
法
で
は
複
雑
と
な
り
難
儀
し

た
こ
と
か
ら
、
辻
近
任
と
も
検
討
し
合
い
、「
古
制
」
の
作
法
に
拠
り
な
が
ら
も
、
独
自

に
一
定
の
「
新
制
」
を
作
り
、日
本
の
雅
楽
曲
の
笙
の
譜
に
基
づ
い
て
諧
音
を
完
成
さ
せ

た
と
い
う
。
具
体
的
に
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

①
初
め
に
試
み
た
古
制
に
拠
る
方
法

『

宮
礼
楽
疏
』
巻
五
「
操
縵
譜
」
に
拠
る
と
、〝
雅
楽
〞
に
お
け
る
「
操
縵
」（
琴
の

基
本
的
な
弾
法
パ
タ
ー
ン（59）
）
に
は
、一
フ
レ
ー
ズ
が
十
六
譜
字
（
す
な
わ
ち
十
六
音
）
か

ら
な
る
も
の
と
、
十
三
譜
字
（
十
三
音
）
か
ら
な
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
が
、
同
書
で

は
、
後
者
が
よ
り
雅
正
で
あ
る
と
述
べ
、
十
三
譜
字
の
法
を
用
い
た
琴
譜
を
載
せ
て
い

る
。
そ
こ
で
、
小
野
田
ら
は
初
め
、『

宮
礼
楽
疏
』
が
採
用
す
る
十
三
譜
字
の
法
を
用

い
て
「
諧
音
」
を
試
み
た
と
い
う
。

な
お
、
十
三
譜
字
の
法
と
は
、「
正
・
応
・
和
・
同
」
と
称
す
る
規
定
の
音
程
な
い
し

指
法
の
型
を
組
み
合
わ
せ
た
パ
タ
ー
ン
を
繰
り
返
す
も
の
で
あ
る
。「
正
」
は
、
基
点
と

な
る
絃
の
散
音
を
奏
す
る
こ
と
で
あ
り
、「
応
」
は
、「
正
」
の
音
と
同
度
ま
た
は
オ
ク

タ
ー
ブ
異
な
る
同
音
と
な
る
別
の
絃
上
の
按
音
を
奏
す
る
こ
と
、「
和
」
は
、「
正
」
の
音

と
完
全
四
度
な
い
し
五
度
音
程
と
な
る
別
の
絃
上
の
散
音
を
奏
す
る
こ
と
、「
同
」
は
、

「
斉
撮
」
の
指
法
（
前
述
）
を
用
い
て
、二
本
の
絃
上
で
二
和
音
を
奏
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
次
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
て
、
十
三
譜
字
（
十
三
音
）
を
一
フ
レ
ー
ズ
と
す

る
。

　
　

正
応　

正
和
同　

正
和
同　

正
応　

正
和
同　
　
　

さ
て
、
小
野
田
ら
は
右
の
十
三
譜
字
の
法
に
倣
っ
て
諧
音
を
試
み
た
が
、
う
ま
く
出
来

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。そ
も
そ
も
雅
楽
曲
の
拍
節
パ
タ
ー
ン
は
大
方
八
拍
子
か
四
拍
子

で
あ
り
、そ
こ
に
十
三
音
を
一
フ
レ
ー
ズ
と
す
る
型
を
合
わ
せ
る
の
は
難
し
か
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
奏
す
る
音
程
も
、
十
三
譜
字
の
法
で
は
同
音
か
四
度
・
五
度
と
い

う
限
ら
れ
た
音
程
と
な
る
が
、
雅
楽
の
各
調
子
の
構
成
音
は
、
右
の
音
程
以
外
の
音
も
含

ま
れ
る
。
そ
こ
に
、
同
音
・
四
度
・
五
度
を
繰
り
返
す
型
を
合
わ
せ
る
の
も
困
難
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。『
減
字
譜
法
』
で
小
野
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

七
弦
之
内
或
有
散
声
不
備
五
音
之
均
調
者
、
用
六
八
之
和
諧
音
。
又
強
以
十
三
字
之

法
為
節
、
則
渡
弦
動
紛
乱
、
按
手
亦
乖
戻
。
九
徽
大
間
勾
、
十
暉
小
間
勾
、
九
徽
小

間
勾
、
十
暉
大
間
勾
、
溷
淆
不
容
易
記
臆
、
是
以
為
煩
。（
琴
の
七
絃
の
う
ち
、
散

音
に
五
音
が
備
わ
っ
て
い
な
い
〔
雅
楽
管
絃
の
〕
調
子
に
お
い
て
は
、「
六
八
の
和
」

〔
完
全
四
度
な
い
し
五
度
で
和
す
る
音
〕を
用
い
て
諧
音
を
行
い
ま
し
た
。
な
お
、無

理
に
十
三
譜
字
の
法
に
従
い
す
ぎ
る
と
、
指
を
絃
か
ら
他
の
絃
に
渡
っ
て
奏
す
る
動

作
が
複
雑
に
も
つ
れ
乱
れ
て
し
ま
い
、
絃
を
押
さ
え
る
手
も
、
ち
ぐ
は
ぐ
に
食
い

違
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。〔「
同
」
を
奏
す
る
際
は
〕
九
徽
の
「
大
間
勾
」〔
九
徽
按

音
と
そ
こ
か
ら
二
本
隔
て
た
絃
上
の
散
音
を
「
斉
撮
」
す
る
こ
と
〕、
十
徽
の
「
小

間
勾
」〔
十
徽
按
音
と
一
本
隔
て
た
絃
上
の
散
音
に
よ
る
斉
撮
〕、
九
徽
の
「
小
間

勾
」〔
九
徽
按
音
と
一
本
隔
て
た
絃
上
の
散
音
に
よ
る
斉
撮
〕、
十
徽
の
「
大
間
勾
」

〔
十
徽
按
音
と
二
本
隔
て
た
絃
上
の
散
音
に
よ
る
斉
撮
〕
は
、
入
り
乱
れ
て
容
易
に

は
記
憶
で
き
ず
、
煩
雑
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。（60））

②
検
討
し
て
調
整
し
た
新
制

『

宮
礼
楽
疏
』
に
載
せ
る
古
制
た
る
十
三
譜
字
の
法
で
は
無
理
が
あ
っ
た
た
め
、
前
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述
の
と
お
り
小
野
田
ら
は
辻
近
任
と
も
検
討
し
て
、古
制
に
拠
り
な
が
ら
も
独
自
に
新
制

を
作
り
、
諧
音
を
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
以
下
は
、
彼
ら
が
作
っ
た
新
制
の

具
体
的
な
内
容
で
あ
る
。

日
本
雅
楽
の
管
絃
で
は
打
物
が
一
定
の
リ
ズ
ム
型
を
作
っ
て
お
り
、
中
で
も
太
鼓
は
、

一
連
の
リ
ズ
ム
型
の
最
後
に
打
た
れ
る
。
そ
の
打
ち
所
に
随
い
、「
百
」（
太
鼓
が
右
の
桴

で
強
く
打
つ
箇
所
）
と
「
百
」
の
間
を
一
フ
レ
ー
ズ
と
す
る
。
そ
の
上
で
、『

宮
礼
楽

疏
』
に
見
え
る
古
制
の
「
正
・
応
・
和
・
同
」
の
パ
タ
ー
ン
に
則
っ
て
琴
の
指
法
を
施
し

た
。
ま
た
音
程
に
つ
い
て
は
、
日
本
雅
楽
の
笙
の
譜
（
に
記
す
合
竹
の
音
）
か
ら
「
和
」

と
「
応
」
の
音
程
に
合
う
音
を
拾
い
出
し
、そ
れ
に
基
づ
い
て
琴
の
音
高
を
決
め
て
音
を

配
し
た
。

以
上
が
新
制
の
内
容
で
あ
る
。
な
お
、
彼
ら
が
笙
を
用
い
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
次
の

と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『

宮
礼
楽
疏
』
巻
五
「
糸
音
疏
」
に
は
、「
雅
楽
失
伝
、

頼
有
琴
笙
者
尚
在
。
…
…
以
笙
定
琴
」（〝
雅
楽
〞
は
失
伝
し
た
が
、
幸
い
な
こ
と
に
、
琴

と
笙
は
今
な
お
伝
存
し
て
い
る
。
…
…
笙
に
よ
っ
て
琴
を
定
め
…
…
）と
述
べ
る
箇
所
が

見
え
る
。
ま
た
、
小
野
田
は
笙
を
習
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
雅
楽
の
楽
器
の
う
ち
最
も
親
し

ん
で
い
る
の
は
笙
だ
と
い
う
。
辻
近
任
に
お
い
て
も
、特
に
秀
で
て
い
る
の
が
笙
の
演
奏

で
あ
る
こ
と
か
ら
、笙
の
譜
に
基
づ
い
て
琴
の
諧
音
を
行
う
方
法
を
提
案
し
た
の
だ
と
い

う
。
そ
の
結
果
、「
則
手
法
最
便
、
弄
弦
亦
便
。」（〔
琴
の
〕
手
法
〔
指
法
〕
は
最
も
順
調

に
付
け
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
絃
を
弾
ず
る
の
も
た
や
す
く
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
減
字
譜
法
』
に
よ
る
と
、
こ
の
時
点
で
彼
ら
は
、
六
調
子
を
完
備
し
た
雅
楽
管
絃
の

二
十
五
曲
の
琴
譜
を
完
成
さ
せ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
だ
し
、そ
の
中
に
は
古
制
も
新

制
も
含
ま
れ
て
お
り
、
小
野
田
は
、「
于
兹
譜
有
古
制
有
新
制
、
不
知
熟マ

マ
孰

以
為
是
。
伏
俟

哲
人
機
神
之
明
鑑
。」（〔
古
制
と
新
制
の
〕
ど
ち
ら
が
適
切
で
あ
る
の
か
、
私
に
は
判
断

で
き
ま
せ
ん
。
謹
ん
で
、
学
識
が
深
い
方
の
機
微
玄
妙
な
る
ご
明
察
を
お
待
ち
致
し
ま

す
。）
と
述
べ
て
い
る
。

享
保
二
十
年
の
琴
楽
再
興
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
方
法
で
琴
の
諧
音
が
完
成
し
、

琴
と
雅
楽
の
合
奏
が
実
現
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。完
成
し
た
二
十
五
曲
の
琴
の
楽
譜
に
つ

い
て
、『
減
字
譜
法
』
で
は
「
別
巻
」
に
記
す
と
述
べ
る
が（61）
、
筆
者
は
当
該
別
巻
の
現
存

を
確
認
で
き
て
い
な
い
。
た
だ
し
、後
の
元
文
年
間
に
曲
目
を
増
や
し
た
琴
楽
再
興（62）
の
琴

譜
と
判
断
で
き
る
史
料
や
、後
代
に
書
写
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
琴
楽
再
興
に
関
わ
る
琴
譜

は
複
数
存
す
る
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、
そ
れ
ら
現
存
す
る
琴
譜
か
ら
、
そ
の
音
楽
の
実
態

を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

第
二
節　

現
存
す
る
琴
の
楽
譜
か
ら
知
ら
れ
る
奏
楽
の
実
相

（
一
）
享
保
年
間
の
琴
楽
再
興
に
お
け
る
曲
目
と
演
奏
の
編
成

現
存
す
る
琴
譜
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、享
保
年
間
の
琴
楽
再
興
に
お
い
て
取
り
立
て

ら
れ
た
曲
目
、
及
び
実
際
に
演
奏
さ
れ
た
曲
目
と
演
奏
の
編
成
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
は
、
史
料
か
ら
得
ら
れ
た
そ
れ
ら
の
情
報
を
表
2
に
挙
げ
る
。

表
2
の
二
月
十
一
日
の
項
に
挙
げ
た
曲
目
（
平
調
の
「
五
常
楽
」「
越
天
楽
」「
抜
頭
」）

は
、
初
め
に
琴
と
雅
楽
合
奏
が
試
演
さ
れ
た
際
の
曲
目
で
あ
り
、
三
月
三
十
日
の
項
に
挙

げ
る
六
調
子
各
三
曲
は
、先
の
平
調
の
三
曲
に
加
え
て
更
に
取
り
立
て
る
よ
う
求
め
ら
れ

た
曲
目
で
あ
る
。
四
月
九
日
、輪
王
寺
宮
邸
で
「
五
常
楽
急
」「
抜
頭
」「
越
天
楽
」
が
演

奏
さ
れ
、
十
一
月
二
十
五
日
に
は
仙
洞
御
所
に
お
い
て
中
御
門
上
皇
の
前
で
、
平
調
の

「
三
台
塩
急
」（
ま
た
は
「
合マ

マ
歓
楽
」
と
も
）「
抜
頭
」「
鶏
徳
（
慶
徳
）」「
五
常
楽
急
」「
越

殿
楽
（
越
天
楽
）」
が
奏
さ
れ
、
十
二
月
一
日
、
小
御
所
に
お
い
て
桜
町
天
皇
の
前
で
、

平
調
の
「
五
常
楽
急
」「
抜
頭
」「
鶏
徳
」
が
奏
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

以
上
、
享
保
の
琴
楽
再
興
に
お
け
る
曲
目
を
見
る
と
、
小
野
田
の
『
減
字
譜
法
』
で
は

六
調
子
を
完
備
し
た
全
二
十
五
曲
が
完
成
し
た
と
述
べ
て
い
た
も
の
の
、実
際
に
演
奏
さ

れ
た
の
は
、（
現
存
す
る
史
料
で
知
り
得
た
限
り
で
は
）
平
調
の
曲
ば
か
り
で
あ
っ
た
こ

と
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
な
お
、
一
般
的
に
「
抜
頭
」
は
太
食
調
に
分
類
さ
れ
る
が
、
こ
の

時
期
の
記
録
に
お
い
て
は
、
平
調
の
曲
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
後
の
元
文
の

琴
楽
再
興
の
所
産
と
み
ら
れ
る
琴
譜
（
後
掲
（
二
）
の
④
⑤
⑥
）
で
は
、「
抜
頭
」
は
太

食
調
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
琴
楽
再
興
に
お
け
る
琴
の
調
絃
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〔
表
2〕
享
保
の
琴
楽
再
興
で
採
用
あ
る
い
は
演
奏
さ
れ
た
曲
目
・
編
成
等



（
四
十
）
93

は
、
前
節
（
四
）
で
述
べ
た
と
お
り
、
平
調
曲
も
太
食
調
曲
も
同
一
の
調
絃
法
（
縵
角

調
）
が
用
い
ら
れ
た
。
ま
た
表
2
に
よ
る
と
、
演
奏
さ
れ
た
時
の
楽
器
編
成
に
つ
い
て

は
、
琵
琶
な
ど
が
入
っ
て
お
ら
ず
、
管
絃
に
お
け
る
全
楽
器
と
琴
を
合
奏
し
た
の
で
は
な

か
っ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

（
二
）
現
存
す
る
楽
譜
史
料
に
つ
い
て

そ
れ
で
は
、
奏
楽
内
容
の
実
態
を
更
に
闡
明
す
る
た
め
に
、
後
の
元
文
年
間
も
含
め
た

琴
楽
再
興
の
所
産
と
判
断
で
き
る
琴
の
楽
譜
史
料
で
、管
見
に
入
っ
た
主
要
な
も
の
を
挙

げ
る
。
各
史
料
の
来
歴
と
内
容
（
収
録
さ
れ
た
各
譜
の
曲
名
や
楽
曲
数
な
ど
）
は
、次
の

と
お
り
で
あ
る
。

①
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
南
都
楽
人
辻
家
資
料
﹇H

-1823-5-24

﹈『
琴
唐
楽
譜
』
写

一
冊

〈
来
歴
〉
奥
書
は
「
宝
暦
第
四
甲
戌
歳
十
二
月
日
／
正
四
位
上
行
豊
前
守
狛
宿
禰
近
任
」

と
あ
り
、宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
十
二
月
に
辻
近
任
が
撰
し
書
写
し
た
も
の
と
み
ら
れ

る
。
本
書
の
転
写
本
も
存
す
る
（
南
都
楽
人
辻
家
資
料
﹇H

-1823
-4

-81

﹈『
七
絃
琴
譜
』

写
一
冊
。
本
奥
書
「
宝
暦
四
甲
戌
歳
十
二
月
／
正
四
位
上
行
豊
前
守
狛
宿
禰
近
任
撰
」、

書
写
奥
書
「
明
治
廿
九
年
八
月
辻
真
茂
書
」）

〈
内
容
〉
壹
越
調
の
「
小
和
」（
調
絃
用
の
小
曲
で
音
取
の
よ
う
な
も
の
）、
及
び
同
調
の

「
賀
殿
急
」
等
五
曲
、
平
調
の
「
五
常
楽
急
」
等
五
曲
、
盤
渉
調
の
「
輪
台
」
等
五
曲
の

琴
譜
を
収
録
（
平
調
と
盤
渉
調
の
小
和
は
標
題
を
記
す
の
み
で
譜
は
無
し
）。
譜
の
形
態

は
、
琴
減
字
譜
に
笙
譜
・
拍
子
点
を
併
記
し
た
も
の
（
図
2
）。
小
和
は
琴
減
字
譜
の
み
。

②
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
田
安
徳
川
家
資
料
﹇15-503

﹈『
雅
琴
譜
』
写
一
冊

〈
来
歴
〉
蔵
書
印
は
田
安
家
の
「
田
安
府
芸
台
印
」「
献
英
楼
図
書
記
」
と
児
玉
空
々
（
後

述
）
の
「
空
々
居
士
」
が
見
え
、
識
語
に
「
幸
田
子
泉
旧
蔵
」
と
あ
る
。
本
書
は
、
田
安

徳
川
家
資
料
﹇15

-515

﹈『
琴
学
集
成
』
第
五
冊
附
録
「
空
々
宿
谷
先
生
琴
書
目
録
」
中

に
、「
幸
田
子
泉
先
生
旧
蔵
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
本
書
は
田

安
家
家
臣
の
児
玉
空
々
（
本
姓
は
宿
谷
、
約
一
七
三
五
〜
一
八
一
二
）
旧
蔵
で
あ
り
、
そ

の
前
は
、
空
々
の
琴
の
師
で
あ
り
且
つ
小
野
田
の
琴
の
弟
子
で
あ
っ
た
、
幕
臣
で
暦
算
家

の
幸
田
子
泉
（
親
盈
、一
六
九
二
〜
一
七
五
八
）
の
旧
蔵
書
と
み
ら
れ
る
。
筆
跡
か
ら
す

る
と
、
本
書
は
幸
田
の
蔵
書
そ
の
も
の
か
、
空
々
が
幸
田
の
蔵
書
を
書
写
し
た
も
の
か
は

未
詳
。

〈
内
容
〉「
越
天
楽
（
別
系
統
）」「
五
常
楽
（
別
系
統
）」「
抜
頭
（
別
系
統
）」「
五
常
楽

急
」
の
琴
譜
、笙
の
合
竹
の
構
成
音
を
記
し
た
覚
書
、「
越
殿
楽
」
の
琴
譜
を
収
録
（「（
別

系
統
）」
と
の
注
記
は
筆
者
に
よ
る
。「
五
常
楽
（
別
系
統
）」
は
標
題
に
「
五
常
楽
」
と

の
み
記
す
が
、譜
の
内
容
は
「
五
常
楽
急
」
で
あ
る
。
以
下
同
）。「
越
天
楽
（
別
系
統
）」

「
五
常
楽
（
別
系
統
）」「
抜
頭
（
別
系
統
）」
の
譜
の
形
態
は
、
琴
減
字
譜
に
笙
譜
・
拍
子

点
・「
正
・
応
・
和
・
同
」
の
パ
タ
ー
ン
を
併
記
し
た
も
の
（
図
3
）。
そ
の
他
「
五
常
楽

急
」「
越
殿
楽
」
の
譜
の
形
態
は
、
琴
減
字
譜
に
笙
譜
・
拍
子
点
を
併
記
し
た
も
の
。

③
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
田
安
徳
川
家
資
料
﹇15-504-1

﹈『
琴
譜
』
写
一
冊

〈
来
歴
〉
蔵
書
印
は
「
田
安
府
芸
台
印
」「
献
英
楼
図
書
記
」、
及
び
児
玉
空
々
の
「
空
々

居
士
」「
迎
暾
閣
図
書
記
」
が
見
え
る
。
筆
跡
に
よ
り
、
空
々
の
書
写
本
と
み
ら
れ
る
。

〈
内
容
〉「
越
天
楽
（
別
系
統
）」「
五
常
楽
（
別
系
統
）」「
抜
頭
（
別
系
統
）」
の
琴
譜
を

収
録
。
こ
れ
ら
三
譜
の
琴
減
字
譜
の
内
容
は
②
の
「
越
天
楽
（
別
系
統
）」「
五
常
楽
（
別

系
統
）」「
抜
頭
（
別
系
統
）」
と
同
じ（63）
。
た
だ
し
譜
の
形
態
は
、
琴
減
字
譜
に
笙
譜
・
拍

子
点
・
龍
笛
の
唱
歌
・
箏
譜
を
併
記
し
た
も
の
で
（「
五
常
楽
（
別
系
統
）」
の
み
笙
譜
を

欠
く
）、
②
の
よ
う
な
「
正
・
応
・
和
・
同
」
の
注
記
は
な
い
。
そ
の
他
、
本
書
に
は
、

「
鶏
徳
」
等
雅
楽
曲
の
箏
譜
（
龍
笛
の
唱
歌
・
拍
子
点
を
併
記
）
や
中
国
琴
曲
の
減
字
譜

が
数
曲
書
写
さ
れ
て
い
る
。

④
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
田
安
徳
川
家
資
料
﹇15-510

﹈『
楽
曲
琴
譜
』
写
七
冊

〈
来
歴
〉
蔵
書
印
は
「
田
安
府
芸
台
印
」「
献
英
楼
図
書
記
」、
末
尾
に
「
空
々
居
士
」
が

見
え
る
。『
琴
学
集
成
』
第
五
冊
附
録
「
空
々
宿
谷
先
生
琴
書
目
録
」
に
は
「
楽
曲
琴
譜

十
冊
」
と
の
記
録
が
見
え
、こ
れ
に
は
「
蔵
于
昌
平
学
庫
」
と
注
記
す
る
。
た
だ
し
本
書

④
は
七
冊
本
で
あ
り
、
目
録
中
の
十
冊
本
と
同
一
の
も
の
か
否
か
判
断
で
き
な
い（64）
。
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〈
内
容
〉
第
一
冊
（
外
題
「
楽
曲
琴
譜
一
」）
は
壹
越
調
曲
「
春
鶯
囀
颯
踏
」
等
計
十
六
曲

の
琴
譜
を
収
録
。
第
二
冊
（「
楽
曲
琴
譜
二
」）
は
平
調
曲
「
三
台
塩
」
等
計
十
九
曲
の
琴

譜
を
収
録
。
第
三
冊
（「
楽
曲
琴
譜
三
」）
は
太
食
調
曲
「
傾
杯
楽
」
等
計
十
二
曲
の
琴
譜

を
収
録
。
第
四
冊
（「
楽
曲
琴
譜
四
」）
は
双
調
曲
「
春
庭
楽
」
等
計
十
一
曲
の
琴
譜
を
収

録
。
第
五
冊
（「
楽
曲
琴
譜
五
」）
は
黄
鐘
調
曲
「
喜
春
楽
」
等
十
五
曲
の
琴
譜
を
収
録
。

第
六
冊
（「
楽
曲
琴
譜
六
」）
は
盤
渉
調
曲
「
蘇
合
香
」
等
十
四
曲
の
琴
譜
を
収
録
。
第
七

冊
（「
楽
曲
琴
譜
七
」）
は
壹
越
調
・
平
調
・
双
調
の
各
一
曲
の
琴
譜
を
収
録
。
七
冊
全
体

で
九
十
曲
収
録
。
譜
の
形
態
は
皆
、
琴
減
字
譜
に
笙
譜
を
併
記
し
た
も
の
。

⑤
宮
城
県
図
書
館
伊
達
文
庫
所
蔵
﹇
伊761.6-5

﹈『
雅
琴
譜
』
写
五
冊

〈
来
歴
〉
蔵
書
印
「
伊
達
伯
観
瀾
閣
図
書
印
」
が
見
え
、
仙
台
藩
伊
達
家
旧
蔵
書
と
知
ら

れ
る
が
、
詳
し
い
来
歴
は
不
明
。
辻
家
日
記
に
よ
る
と
、
享
保
二
十
年
に
仙
台
藩
主
伊
達

吉
村
か
ら
幕
府
に
琴
と
琴
絃
が
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
た
め（65）
、伊
達
家
も
琴
楽
再

興
に
関
わ
っ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

〈
内
容
〉
第
一
冊
（
題
簽
「
雅
琴
譜 

盤
渉
調
」）
は
盤
渉
調
の
「
大
和
」「
小
和
」
及
び

「
蘇
合
香
」
等
十
四
曲
の
琴
譜
を
収
録
。
第
二
冊
（「
雅
琴
譜 
黄
鐘
調
」）
は
黄
鐘
調
の

「
大
和
」「
小
和
」
及
び
「
喜
春
楽
」
等
十
五
曲
の
琴
譜
を
収
録
。
第
三
冊
（「
雅
琴
譜 

大

食
調
」）
は
太
食
調
曲
「
傾
坏
楽
」
等
計
十
二
曲
の
琴
譜
を
収
録
（
大
和
・
小
和
は
「
平

調
同
」
と
し
て
譜
は
無
し
）。
第
四
冊
（「
雅
琴
譜 

双
調
」）
は
双
調
の
「
大
和
」「
小
和
」

及
び
「
春
庭
楽
」
等
計
十
二
曲
の
琴
譜
を
収
録
。
第
五
冊
（「
雅
琴
譜 

平
調
」）
は
平
調

の
「
大
和
」「
小
和
」
及
び
「
三
台
塩
」
等
計
十
九
曲
の
琴
譜
を
収
録
。
五
冊
全
体
で

七
十
二
曲
収
録
。
譜
の
形
態
は
、
琴
減
字
譜
に
笙
譜
・
拍
子
点
を
併
記
し
た
も
の
。
大

和
・
小
和
は
琴
減
字
譜
の
み
。

⑥
宮
城
県
図
書
館
伊
達
文
庫
所
蔵
﹇
伊761.6-4

﹈『
雅
琴
譜
』
写
二
冊

〈
来
歴
〉
⑤
と
同
。

〈
内
容
〉
第
一
冊
（
外
題
「
雅
琴
譜 

律
」）
は
、「
五
調
品
絃
」（
六
調
子
各
調
の
「
品
絃
」

の
琴
譜
。
た
だ
し
太
食
調
の
み
「
平
調
同
」
と
し
て
譜
は
無
し
）、
太
食
調
を
除
く
五
調

子
の
各
「
小
和
」
と
「
大
和
」
の
琴
譜
（
大
和
は
各
調
二
種
）、
及
び
壹
越
調
曲
「
春
鶯

〔図 2〕①国立歴史民俗博物館所蔵南都楽人辻家資料『琴唐楽譜』より「越天楽」
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囀
颯
踏
」
等
計
十
七
曲
の
琴
譜
、
平
調
曲
「
三
台
塩
」
等
計
十
九
曲
の
琴
譜
、
太
食
調
曲

「
傾
坏
楽
」
等
計
十
二
曲
の
琴
譜
を
収
録
。
第
二
冊
（
外
題
「
雅
琴
譜 
呂
」）
は
、
双
調

曲
「
春
庭
楽
」
等
計
十
二
曲
の
琴
譜
、
黄
鐘
調
曲
「
喜
春
楽
」
等
十
五
曲
の
琴
譜
、
盤
渉

調
曲
「
蘇
合
香
」
等
十
四
曲
の
琴
譜
を
収
録
。
二
冊
全
体
で
八
十
九
曲
収
録
。
譜
の
形
態

は
、
琴
減
字
譜
に
笙
譜
・
拍
子
点
を
併
記
し
た
も
の
。
品
絃
・
小
和
・
大
和
は
琴
減
字
譜

の
み
。

以
上
、
史
料
①
〜
⑥
を
分
析
し
て
得
ら
れ
た
私
見
の
結
論
を
先
に
述
べ
る
と
、
②
③
収

録
の
「
越
天
楽
（
別
系
統
）」「
五
常
楽
（
別
系
統
）」「
抜
頭
（
別
系
統
）」
の
三
譜
は
、

小
野
田
が
『
減
字
譜
法
』
で
述
べ
る
と
こ
ろ
の
、『

宮
礼
楽
疏
』
に
基
づ
く
「
古
制
」

（
本
稿
前
節
（
五
）
参
照
）
で
、
最
初
に
「
諧
音
」
を
試
み
た
琴
譜
で
あ
る
可
能
性
が
高

い
。
ま
た
、享
保
二
十
年
二
月
十
一
日
に
琴
と
雅
楽
の
合
奏
が
試
演
さ
れ
た
際
の
平
調
の

五
常
楽
・
越
天
楽
・
抜
頭
の
譜
が
、
こ
れ
ら
三
譜
で
あ
っ
た
と
も
推
測
で
き
る
。
一
方
、

こ
れ
ら
三
譜
以
外
の
琴
譜
（
②
の
別
系
統
で
は
な
い
「
五
常
楽
急
」「
越
殿
楽
」
の
譜
と

①
④
⑤
⑥
収
録
の
全
て
の
雅
楽
曲
の
譜
）
は
皆
、『
減
字
譜
法
』
で
述
べ
る
「
新
制
」（
前

節
（
五
）
参
照
）
で
諧
音
し
た
も
の
で
あ
る
と
看
取
で
き
、
新
制
に
よ
る
琴
譜
が
、
後
の

元
文
年
間
の
琴
楽
再
興
で
も
採
用
さ
れ
た
と
推
定
し
た
。
詳
し
く
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。各

史
料
に
わ
た
っ
て
重
複
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
同
名
曲
の
琴
譜
を
抽
出
し
、譜
字
の

内
容
を
比
較
照
合
し
た
と
こ
ろ
、②
③
収
録
の
「
越
天
楽
（
別
系
統
）」「
五
常
楽
（
別
系

統
）」「
抜
頭
（
別
系
統
）」
以
外
は
皆
、
そ
れ
ぞ
れ
ほ
ぼ
同
一
内
容
の
譜
で
あ
る
こ
と
が

確
認
で
き
た
。
な
お
、
④
⑤
⑥
は
収
録
曲
数
が
百
近
く
（
品
絃
・
大
和
・
小
和
を
入
れ
る

と
百
以
上
）
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
は
元
文
の
琴
楽
再
興
に
お
け
る
所
産
と
推
定
す

る
。
と
い
う
の
も
、『
減
字
譜
法
』
に
よ
る
と
、
享
保
年
間
に
完
成
し
た
譜
は
二
十
五
曲

で
あ
っ
た
と
い
う
が
、元
文
年
間
に
は
百
曲
ま
で
曲
数
を
増
や
し
た
と
の
記
録
が
残
る
か

ら
で
あ
る（66）
。

さ
て
、
②
③
収
録
の
「
越
天
楽
（
別
系
統
）」「
五
常
楽
（
別
系
統
）」「
抜
頭
（
別
系

統
）」
の
み
、
他
の
琴
譜
と
内
容
が
異
な
る
と
い
う
の
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、

そ
れ
ら
が
、
初
期
に
古
制
で
諧
音
し
た
譜
で
あ
り
、
且
つ
享
保
二
十
年
二
月
に
試
演
さ
れ

た
も
の
と
推
測
し
た
の
は
、
以
下
の
一
〜
三
の
論
拠
に
よ
る
。

一
、
②
収
録
の
「
越
天
楽
（
別
系
統
）」「
五
常
楽
（
別
系
統
）」「
抜
頭
（
別
系
統
）」
の

譜
に
お
い
て
は
、
冒
頭
に
、「
正
・
応
・
和
・
同
」
か
ら
な
る
一
定
の
型
が
記
し
て
あ
り
、

琴
譜
の
各
譜
字
に
は
、「
正
・
応
・
和
・
同
」
の
い
ず
れ
か
が
、
冒
頭
に
示
す
型
に
基
づ

い
て
併
記
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
越
天
楽
（
別
系
統
）」
の
譜
で
は
、冒
頭
に
「
正
応
。

正
和
。
正
応
。
同
。」
と
記
し
て
あ
り
、
琴
譜
の
各
譜
字
は
、
そ
の
型
に
則
っ
て
配
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
（
図
3
）。
こ
の
よ
う
な
「
正
・
応
・
和
・
同
」
の
型
を
用

い
た
内
容
は
、
ま
さ
に
『
減
字
譜
法
』
に
述
べ
る
古
制
と
合
致
す
る
。

二
、「
越
天
楽
（
別
系
統
）」「
五
常
楽
（
別
系
統
）」「
抜
頭
（
別
系
統
）」
の
曲
目
は
、
享

保
二
十
年
二
月
十
一
日
に
試
演
さ
れ
た
際
の
曲
目
（
表
2
）
と
一
致
す
る
。
ま
た
、こ
の

時
の
奏
楽
の
み
箏
が
入
っ
て
い
た
が
、③
収
録
の
「
越
天
楽
（
別
系
統
）」「
五
常
楽
（
別

〔図 3〕②国文学研究資料館所蔵田安徳川家資料
『雅琴譜』より「越天楽（別系統）」の前半部
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系
統
）」「
抜
頭
（
別
系
統
）」
の
譜
に
は
、
箏
譜
が
併
記
さ
れ
て
い
る
。

三
、「
越
天
楽
（
別
系
統
）」「
五
常
楽
（
別
系
統
）」「
抜
頭
（
別
系
統
）」
の
譜
を
収
録
し

た
②
③
の
旧
蔵
者
（
児
玉
空
々
）
の
琴
の
師
で
あ
り
、且
つ
②
の
先
の
旧
蔵
者
で
あ
る
幸

田
子
泉
と
は
、
壮
年
の
頃
の
小
野
田
東
川
か
ら
琴
を
長
く
学
び
、
そ
の
伝
を
極
め
た
と
い

う
人
で
あ
る（67）
。
よ
っ
て
、幸
田
が
直
接
小
野
田
か
ら
琴
楽
再
興
に
係
る
楽
譜
を
伝
授
さ
れ

た
り
、
あ
る
い
は
書
写
す
る
機
会
が
あ
っ
た
可
能
性
は
充
分
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
②
に

は
、「
越
天
楽
（
別
系
統
）」「
五
常
楽
（
別
系
統
）」「
抜
頭
（
別
系
統
）」
の
譜
の
ほ
か
、

新
制
で
諧
譜
し
た
と
み
ら
れ
る
「
五
常
楽
急
」
と
「
越
殿
楽
」
の
琴
譜
や
、笙
の
合
竹
の

構
成
音
を
記
し
た
覚
書
も
収
録
す
る
。『
減
字
譜
法
』
に
は
、
小
野
田
が
新
制
で
諧
譜
を

試
み
た
際
、笙
の
譜
（
に
記
す
合
竹
の
音
）
か
ら
「
和
」
と
「
応
」
の
音
程
に
合
う
音
を

拾
い
出
し
て
琴
の
音
を
配
し
た
と
述
べ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
②
は
、
も
と
は
小
野

田
が
著
し
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
も
窺
え
よ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
②
③
に
見
え
る
「
越
天
楽
（
別
系
統
）」「
五
常
楽
（
別
系
統
）」

「
抜
頭
（
別
系
統
）」
の
譜
は
、
古
制
に
よ
り
諧
譜
し
た
も
の
で
、
且
つ
初
期
に
試
演
さ
れ

た
も
の
と
推
測
し
た
次
第
で
あ
る
。こ
れ
ら
三
譜
以
外
の
琴
譜
が
新
制
に
よ
る
も
の
と
推

定
し
た
の
は
、
右
の
三
譜
と
比
較
し
た
上
で
、
譜
字
の
配
し
方
を
考
察
す
る
と
、『
減
字

譜
法
』に
述
べ
る
新
制
で
作
ら
れ
た
も
の
と
み
て
も
矛
盾
す
る
点
が
み
ら
れ
な
い
か
ら
で

あ
る
。

（
三
）
琴
の
楽
譜
か
ら
推
定
し
た
琴
と
雅
楽
管
絃
合
奏
の
実
態

最
後
に
、
先
の
（
二
）
に
述
べ
た
楽
譜
史
料
か
ら
の
知
見
に
基
づ
い
て
、
そ
の
奏
楽
の

実
態
を
闡
明
し
た
い
。

享
保
年
間
に
演
奏
さ
れ
た
曲
目
か
ら
平
調
の
「
越
天
楽
」
を
取
り
上
げ
、古
制
あ
る
い

は
新
制
で
諧
譜
し
た
も
の
と
推
定
し
た
二
種
類
の
琴
譜
を
五
線
譜
に
訳
譜
し
、雅
楽
管
絃

の
パ
ー
ト
を
併
記
し
て
、
合
奏
の
内
容
を
示
し
て
み
た
（
譜
例
1
）。
古
制
の
琴
譜
は
、

前
掲
の
②
『
雅
琴
譜
』
収
録
「
越
天
楽
（
別
系
統
）」（
図
3
）
に
拠
り
、
新
制
の
琴
譜

は
、
①
『
琴
唐
楽
譜
』
収
録
「
越
天
楽
」（
図
2
）
に
拠
る
。
雅
楽
管
絃
に
つ
い
て
は
、

本
節
（
一
）
に
挙
げ
た
奏
楽
の
記
録
か
ら
、合
奏
に
加
わ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
楽
器

の
パ
ー
ト
を
併
記
し
た
。
こ
れ
ら
は
、芝
祐
泰
編
著
『
五
線
譜
に
よ
る
雅
楽
総
譜
』
巻
二

（
カ
ワ
イ
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
一
一
一
〜
一
一
二
頁
収
載
「
管
絃
記
録
総
譜
」
の
「
平

調 

越
天
楽
」
の
五
線
譜
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
笙
の
手
移
り
の
技
法
に
よ
る
旋
律

の
変
化
や
、「
付
所
」
等
に
よ
る
実
際
の
演
奏
様
式
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。
琴
の
パ
ー

ト
も
、
楽
譜
史
料
の
み
か
ら
は
合
奏
に
加
わ
る
箇
所
が
不
詳
の
た
め
、
譜
面
ど
お
り
に
訳

譜
し
た
。

小
括こ

の
琴
楽
再
興
事
業
は
、「
再
興
」
と
称
す
る
も
の
の
、
実
際
に
は
拠
所
と
な
る
史
料

も
無
い
な
か
で
、
日
本
の
雅
楽
管
絃
曲
に
琴
を
編
入
し
て
合
奏
で
き
る
よ
う
、
新
た
に
琴

の
パ
ー
ト
の
楽
音
と
そ
の
弾
法
を
付
け
る
「
諧
音
」
の
作
業
を
行
い
、実
現
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
譜
例
1
の
五
線
譜
を
見
た
だ
け
で
は
、単
純
に
琴
の
音
を
配
し
た
だ
け
と
感
じ

ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、『
減
字
譜
法
』
に
よ
る
と
、
諧
音
の
完
成
に
至
る
ま

で
に
は
、
一
方
な
ら
ぬ
考
究
と
検
討
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

初
め
は
、中
国
の
礼
楽
書
『

宮
礼
楽
疏
』
に
載
せ
る
〝
雅
楽
〞
の
琴
の
演
奏
法
や
弾
法

パ
タ
ー
ン
の
規
定
に
倣
っ
て
諧
音
を
行
っ
た
が
、
難
儀
し
た
た
め
、
右
の
方
法
に
よ
り
な

が
ら
も
、
日
本
の
雅
楽
曲
に
お
け
る
リ
ズ
ム
型
や
笙
の
譜
に
基
づ
く
方
法
を
見
出
し
て
、

諧
音
を
完
成
さ
せ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
は
、礼
楽
思
想
に
お
け
る
〝
雅
楽
〞
の
琴
の
在
り

方
と
理
論
に
基
づ
き
な
が
ら
も
、実
際
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
日
本
の
雅
楽
管
絃
曲
に
合
わ

せ
る
こ
と
を
実
践
的
に
検
討
し
た
も
の
で
あ
り
、琴
家
と
儒
者
の
考
究
と
楽
人
の
実
践
経

験
に
よ
っ
て
完
成
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
こ
の
琴
楽
再
興
で
は
、
日
本
雅
楽
の
六
調
子
全
て
の
曲
を
取
り
立
て
る
よ
う
求

め
ら
れ
た
が
、
各
調
子
の
曲
に
琴
の
ど
の
調
絃
法
を
用
い
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て

は
、
荻
生
徂
徠
が
論
じ
た
説
の
と
お
り
の
調
絃
法
を
採
用
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。徂
徠
と
そ
の
弟
子
た
ち

―
最
初
に
琴
楽
再
興
事
業
を
担
っ
た
黒
田
直
邦
や
蔭

な
が
ら
協
力
し
た
太
宰
春
台
ら

―
に
よ
る
儒
者
の
雅
正
な
る
古
楽
の
探
求
と
い
う
思
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〔譜例 1〕琴楽再興における琴と雅楽合奏の推測訳譜
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想
的
動
機
と
、
礼
楽
な
い
し
古
楽
研
究
の
蓄
積
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
琴
楽

再
興
が
実
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
、
享
保
の
琴
楽
再
興
に
つ
い
て
、
歴
史
的
側
面
と
音
楽
的
側
面
の
両
面
か
ら

実
態
解
明
を
行
っ
て
き
た
。
最
後
に
、琴
楽
再
興
の
近
世
音
楽
史
に
お
け
る
位
置
づ
け
に

つ
い
て
考
察
を
加
え
て
お
き
た
い
。

琴
楽
再
興
が
、
他
の
楽
曲
再
興
と
決
定
的
に
異
な
る
の
は
、「
再
興
」
と
は
称
し
て
い

る
も
の
の
、
過
去
に
実
体
が
あ
っ
た
楽
儀
・
楽
曲
を
復
し
た
訳
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ

る
。
江
戸
時
代
に
は
朝
廷
儀
礼
に
お
い
て
数
多
く
の
楽
曲
や
種
目
が
再
興
さ
れ
た
が
、基

本
的
に
は
過
去
の
実
績
を
重
視
す
る
先
例
主
義
、
あ
る
い
は
古
記
録
や
古
文
書
・
古
譜
に

基
づ
く
証
拠
主
義
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た（68）
。
そ
の
よ
う
な
な
か
琴
楽
再
興
は
、『
源
氏
物

語
』
や
平
安
時
代
の
楽
会
に
弾
琴
事
例
が
存
す
る
も
の
の（69）
、直
接
そ
う
し
た
先
例
を
求
め

て
再
興
が
進
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、朝
廷
に
お
い
て
は
む
し
ろ
関
東
由
来
の
音
楽
と

い
う
認
識
が
大
勢
を
占
め
て
い
た（70）
。
中
御
門
天
皇
の
琴
へ
の
志
向
は
存
し
て
い
た
も
の

の
、
朝
廷
と
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
新
た
な
合
奏
形
態
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
見
て
差
し
支
え
な

い
。こ

う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、先
例
の
な
い
合
奏
形
態
が
朝
廷
で
実
演
を
果
た
し
た

こ
と
の
意
味
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、江
戸
か
ら
京

都
に
持
ち
帰
ら
れ
た
琴
楽
の
音
楽
的
な
内
容
と
そ
の
背
景
で
あ
る
。第
二
章
で
明
ら
か
に

し
た
よ
う
に
、
再
興
な
っ
た
琴
の
奏
法
や
調
絃
法
は
、
琴
家
や
儒
者
の
学
問
的
営
為
の
上

に
導
出
さ
れ
た
成
果
で
あ
り
、
ま
た
、
第
一
章
で
み
た
よ
う
に
、
琴
楽
再
興
事
業
に
は
漢

籍
の
検
討
の
た
め
に
儒
者
も
メ
ン
バ
ー
に
加
え
ら
れ
て
い
た
。
と
す
る
と
、儒
者
の
音
楽

思
想
が
、
琴
を
介
し
て
京
都
の
朝
廷
に
持
ち
込
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
前
稿
で

は
、
琴
楽
再
興
を
指
し
て
、
関
東
由
来
の
雅
楽
文
化
の
江
戸
か
ら
京
都
へ
の
逆
輸
入
と
評

し
た
こ
と
が
あ
る
が（71）
、
そ
の
音
楽
的
内
容
に
ま
で
分
け
入
っ
て
み
る
と
、
儒
者
や
琴
家
た

ち
の
学
知
が
込
め
ら
れ
た
琴
が
、上
方
の
楽
人
辻
家
に
よ
っ
て
京
都
へ
持
ち
帰
ら
れ
た
と

い
う
こ
と
が
看
取
で
き
る
の
で
あ
る
。

再
興
さ
れ
た
琴
楽
は
、
結
局
朝
廷
で
は
定
着
せ
ず
に
終
わ
る
が
、
一
時
的
に
で
は
あ

れ
、朝
廷
雅
楽
に
儒
者
の
音
楽
思
想
が
入
り
込
ん
で
い
っ
た
と
い
う
事
実
は
注
目
し
て
よ

い
だ
ろ
う
。
近
年
、近
世
の
音
楽
思
想
や
音
楽
理
論
に
つ
い
て
の
研
究
が
大
き
く
進
展
し

て
い
る
が
、
江
戸
時
代
は
、
儒
者
や
国
学
者
な
ど
の
学
者
に
よ
っ
て
、「
正
し
い
音
楽
と

は
何
か
」
と
い
う
問
題
を
中
心
に
、音
楽
思
想
が
深
め
ら
れ
た
時
代
で
あ
っ
た（72）
。
朝
廷
の

音
楽
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
様
々
な
考
え
が
開
陳
さ
れ
て
い
た
が
、そ
う
し
た
思
想
的
営

為
が
朝
廷
音
楽
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
事
例
は
見
出
し
難
い
。
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
、今
回

検
討
し
た
琴
楽
再
興
で
は
、
琴
と
い
う
回
路
を
通
し
て
、
儒
者
の
音
楽
思
想
が
朝
廷
で
実

践
さ
れ
る
可
能
性
が
開
け
て
お
り
、
ま
た
、
実
演
も
果
た
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
享
保
の
琴

楽
再
興
は
、
ま
さ
に
思
想
と
実
践
の
結
節
点
で
あ
り
、
近
世
音
楽
史
上
特
筆
す
べ
き
事
例

で
あ
る
と
結
論
付
け
ら
れ
よ
う
。

な
お
、
今
回
は
も
っ
ぱ
ら
享
保
年
間
の
動
向
を
考
察
の
対
象
と
し
た
が
、
再
興
さ
れ
た

琴
楽
は
元
文
年
間
に
は
江
戸
城
で
吉
宗
の
上
覧
が
行
わ
れ
、寛
保
年
間
ま
で
は
奏
法
に
つ

い
て
具
体
的
な
検
討
が
継
続
し
て
い
た
。
ま
た
、琴
楽
再
興
に
参
画
し
た
紅
葉
山
楽
人
山

井
家
で
は
近
世
後
期
に
至
る
ま
で
琴
を
家
業
と
し
て
相
承
し
て
い
た
。再
興
後
の
琴
楽
の

動
向
に
つ
い
て
も
な
お
解
明
す
べ
き
事
柄
が
多
く
残
さ
れ
て
お
り
、今
後
さ
ら
な
る
研
究

の
進
展
が
望
ま
れ
る
。
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史
』
八
九
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二
〇
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8 

本
章
で
は
辻
近
寛
（
近
家
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と
、
そ
の
養
子
で
あ
る
辻
近
任
の
日
記
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国
立
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史
民
俗
博
物
館
所
蔵

南
都
楽
人
辻
家
資
料
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以
下
辻
家
の
日
記
は
全
て
同
資
料
所
収
）
を
用
い
る
。
い
ず
れ
も
途
中
欠
年

が
あ
る
が
、
近
寛
の
日
記
は
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
か
ら
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
ま
で
、
近
任

の
日
記
は
享
保
十
九
年
（
一
七
三
四
）
か
ら
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
ま
で
の
も
の
が
残
っ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
の
近
任
の
日
記
に
つ
い
て
は
、目
録
上
、二
月
〜
三
月
分
（
前

欠
）
が
「〔
日
光
御
用
覚
書
〕」、
四
月
〜
七
月
分
が
年
未
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の
「
第
三
（
日
記
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七
月
〜
八
月
分

（
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欠
）
が
年
未
詳
の
「
日
録　

第
四
」
と
な
っ
て
い
る
が
、い
ず
れ
も
近
任
筆
に
よ
る
一
続
き
の
日

次
記
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
琴
楽
再
興
が
行
わ
れ
た
享
保
二
十
年
の
二
月
十
一
日
か
ら
八
月
二
十
六

日
ま
で
の
日
記
が
現
存
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
同
時
代
史
料
に
よ
り
再
興
の
経
緯

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

9 

前
掲
注
4
参
照
。

10 

辻
近
寛
「
日
録
第
二
」
享
保
三
年
十
月
十
五
日
条
。

11 

辻
近
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。
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近
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。
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近
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。
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岡
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。
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実
紀
附
録
」
巻
十
七
（『
徳
川
実
紀
』）。

39 

『
礼
用
記
』（
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
）。

40 
辻
近
任
「〔
日
光
御
用
覚
書
〕」
享
保
二
十
年
閏
三
月
三
日
条
。

41 
享
保
十
九
年
十
一
月
十
一
日
付
老
中
連
署
状
（「
琴
御
取
立
之
事
他
四
通
」（
陽
明
文
庫
所
蔵
））。

42 

前
掲
注
7
山
田
論
文
。

43 

享
保
二
十
年
四
月
十
六
日
付
辻
近
任
書
状
（「
琴
御
取
立
之
事
他
四
通
」）。

44 

「
兼
香
公
記
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
）
享
保
二
十
年
十
一
月
廿
三
日
条
、
広
橋
兼
胤

「
八
槐
御
記
」（
内
閣
文
庫
）
享
保
二
十
年
十
一
月
廿
八
日
条
。
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45 

「
兼
香
公
記
」
享
保
二
十
年
十
二
月
一
日
条
、『
通
兄
公
記
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
一
〜
）

享
保
二
十
年
十
二
月
一
日
条
。

46 
辻
近
任
「
関
東
下
向
之
記
」
元
文
二
年
三
月
七
日
条
。

47 
「
兼
香
公
記
」
享
保
二
十
年
十
一
月
廿
三
日
条
。

48 

『
大
岡
越
前
守
忠
相
日
記
』
元
文
三
年
三
月
十
七
日
条
。

49 

『
大
岡
越
前
守
忠
相
日
記
』
元
文
三
年
三
月
十
七
日
条
。

50 

琴
楽
再
興
に
つ
い
て
は
、こ
れ
ま
で
日
本
に
お
け
る
琴
学
史
研
究
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
が（
林

謙
三
「
琴
書
三
題
」（『
東
洋
音
楽
研
究
』
二
巻
四
号
、
一
九
四
二
）
二
三
九
頁
、
岸
辺
成
雄
『
江
戸

時
代
の
琴
士
物
語
』（
有
隣
堂
印
刷
出
版
部
、
二
〇
〇
〇
）
二
五
〜
二
八
、三
一
二
〜
三
一
五
頁
、
稗

田
浩
雄
『
修
訂 

近
世
琴
学
史
攷
』（
東
洋
琴
学
研
究
所
・
梁
谿
山
房
、
私
家
版
、
二
〇
二
〇
）
三
六
四

〜
三
七
二
頁
、坂
田
進
一
『「
玉
堂
琴
譜
」
論
攷
―
浦
上
玉
堂 

琴
の
世
界
―
』（
学
藝
書
院
、二
〇
二
一
）

三
六
〜
三
八
頁
）、
具
体
的
な
音
楽
内
容
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
研
究
は
見
ら
れ
な
い
。

51 

本
書
の
題
簽
は
「
減
字
譜
法
」、内
題
な
し
。
本
文
は
漢
文
体
で
句
点
と
訓
点
が
施
さ
れ
て
い
る
。
本

書
の
原
文
を
引
用
す
る
際
は
、
異
体
字
・
旧
字
等
を
常
用
の
字
体
に
改
め
、
句
点
を
適
宜
読
点
に
改

め
た
。
以
下
同
。
な
お
、
こ
の
彦
根
城
博
物
館
所
蔵
『
減
字
譜
法
』
と
同
内
容
の
写
本
が
大
英
博
物

館
所
蔵
平
松
家
旧
蔵
楽
書
資
料
中
に
も
存
す
る
。
大
英
本
に
つ
い
て
は
、
豊
永
聡
美
「
大
英
博
物
館

所
蔵
「
平
松
家
旧
蔵
楽
書
資
料
」
に
つ
い
て
」（『
東
京
音
楽
大
学
研
究
紀
要
』
二
三
、一
九
九
九
）

一
一
頁
に
、「
書
名
不
詳
。
写
一
冊
。
小
野
田
東
川
自
筆
の
雅
琴
弾
法
に
関
す
る
書
。」
と
紹
介
す
る

（
大
英
本
は
外
題
な
し
）。
稗
田
浩
雄
『
修
訂 

近
世
琴
学
史
攷
』
三
六
九
〜
三
七
一
頁
で
も
大
英
本
を

『
無
題
琴
手
法
書
』
と
称
し
て
紹
介
し
、
本
文
を
訓
読
し
て
載
せ
て
お
り
、
坂
田
進
一
『「
玉
堂
琴
譜
」

論
攷
―
浦
上
玉
堂 

琴
の
世
界
―
』
三
七
頁
に
は
大
英
本
を
『
雅
琴
譜
次
第
』
と
称
し
て
一
部
写
真
を

載
せ
る
。

52 

当
時
の
琴
の
楽
譜
で
日
本
に
現
存
す
る
の
は
、荻
生
徂
徠
が
辻
近
寛
か
ら
借
り
出
し
た
『
幽
蘭
』（
本

稿
第
一
章
第
二
節
参
照
）
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
雅
楽
管
絃
と
の
合
奏
の
譜
で
は
な
く
、
琴
の
独
奏

曲
の
楽
譜
と
み
ら
れ
る
唐
代
七
〜
八
世
紀
前
半
の
写
本
で
あ
る
。
ち
な
み
に
『
幽
蘭
』
を
解
読
・
復

元
し
た
徂
徠
に
お
い
て
は
、
中
国
の
文
献
に
「
幽
蘭
」
と
題
す
る
楽
曲
が
箏
や
篳
篥
で
も
奏
さ
れ
た

と
思
し
き
記
述
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、『
幽
蘭
』
を
琴
で
復
元
演
奏
す
る
だ
け
で
な
く
、
箏
や
篳
篥

な
ど
他
の
楽
器
と
も
合
わ
せ
、
更
に
歌
辞
を
付
け
て
歌
い
奏
す
る
こ
と
で
、
琴
楽
を
再
興
す
る
こ
と

を
提
案
し
た
（
徂
徠
著
『
幽
蘭
譜
抄
』『
琴
学
大
意
抄
』（
荻
生
家
伝
来
徂
徠
自
筆
稿
本
、
東
京
大
学

駒
場
図
書
館
所
蔵
）、
及
び
山
寺
美
紀
子
『
国
宝
『
碣
石
調
幽
蘭
第
五
』
の
研
究
』（
北
海
道
大
学
出

版
会
、
二
〇
一
二
）
一
二
四
〜
一
二
八
、四
五
六
〜
四
五
七
頁
）。
た
だ
し
、
吉
宗
の
琴
楽
再
興
で
は
、

『
幽
蘭
』
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
（
前
掲
注
7
山
田
論
文
五
〜
一
〇
頁
）。

53 

こ
れ
ら
の
文
献
の
多
く
は
、
林
鵞
峰
を
初
め
と
す
る
林
家
塾
周
辺
の
儒
者
（
人
見
竹
洞
を
含
む
）
や

荻
生
徂
徠
ら
が
す
で
に
参
照
し
て
き
た
も
の
、
あ
る
い
は
東
皐
心
越
が
将
来
し
た
も
の
で
あ
る
。

54 

『
春
台
先
生
紫
芝
園
稿
』（
太
宰
春
台
著
、
小
島
康
敬
編
集
、
近
世
儒
家
文
集
集
成
六
、
ぺ
り
か
ん
社
、

一
九
八
六
）
所
収
松
崎
惟
時
著
「
春
台
先
生
行
状
」
三
〇
三
頁
に
拠
り
、
旧
字
等
は
常
用
の
字
体
に

改
め
た
。

55 

『

宮
礼
楽
疏
』
巻
五
（
静
岡
県
立
中
央
図
書
館
葵
文
庫
所
蔵
﹇A

C006

﹈）。
な
お
以
下
、本
書
を
引

用
す
る
際
は
、
異
体
字
・
旧
字
等
を
常
用
の
字
体
に
改
め
、
句
読
点
を
補
っ
た
。

56 

本
稿
第
二
章
第
二
節
（
一
）、
及
び
前
掲
注
7
山
田
論
文
五
〜
六
頁
。

57 

『
琴
学
大
意
抄
』
末
尾
に
「
粗
増
ヲ
録
シ
テ
、
狛
氏
ノ
許
ニ
贈
ル
ナ
リ
ケ
リ
。
享
保
七
年
壬
寅
四
月

二
十
八
日 

物
部
茂
卿
」
と
あ
る
。「
狛
氏
」
は
辻
氏
の
こ
と
。『
幽
蘭
』
等
を
徂
徠
に
貸
し
た
辻
近
寛

に
贈
る
つ
も
り
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
近
寛
は
す
で
に
他
界
。
養
子
の
辻
近
任
が
受
け
取
っ
た
可

能
性
も
窺
え
る
が
不
明
。

58 

詳
し
く
は
、
山
寺
美
紀
子
『
国
宝
『
碣
石
調
幽
蘭
第
五
』
の
研
究
』
一
〇
八
〜
一
一
二
頁
、
同
「
荻

生
徂
徠
の
楽
律
研
究
―
主
に
『
楽
律
考
』『
楽
制
篇
』『
琴
学
大
意
抄
』
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
東
洋
音

楽
研
究
』
八
〇
、二
〇
一
五
）
八
〜
一
一
頁
等
。

59 

古
来
「
操
縵
」
の
意
味
や
解
釈
に
は
諸
説
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
『

宮
礼
楽
疏
』
の
文
脈
に
沿
っ
た

意
味
の
み
を
（
内
包
す
る
意
義
は
説
明
せ
ず
）「
琴
の
基
本
的
な
弾
法
パ
タ
ー
ン
」
と
表
現
し
た
。

60 

原
文
中
の
「
暉
」
は
「
𡽪
」
の
こ
と
。
ま
た
、「
大
間
勾
」「
小
間
勾
」
に
つ
い
て
は
『
琴
経
』（
国
立

国
会
図
書
館
所
蔵
﹇
寄
別6

-1
-2

-1

﹈）
等
を
参
照
し
て
説
明
を
加
え
た
。

61 

『
減
字
譜
法
』
に
「
雅
琴
新
古
制
譜
記
在
別
卷
矣
」
と
あ
る
。

62 

元
文
二
年
、
琴
楽
再
興
は
更
に
楽
曲
を
追
加
し
て
「
楽
数
百
曲
出
来
」
と
い
う
状
況
に
な
り
、
翌
年

に
は
江
戸
城
白
書
院
に
て
徳
川
吉
宗
の
上
覧
が
実
現
し
た
。
詳
し
く
は
、
前
掲
注
7
山
田
論
文
九
〜

一
〇
頁
。

63 

た
だ
し
、
譜
字
中
の
絃
名
に
数
箇
所
誤
写
と
も
思
し
き
異
同
が
見
ら
れ
る
。

64 

本
書
④
の
来
歴
に
つ
い
て
は
、
あ
る
い
は
田
安
宗
武
と
の
関
連
も
想
起
さ
れ
る
が
未
詳
。
辻
家
の
日

記
を
見
る
限
り
で
は
、
宗
武
と
琴
楽
再
興
と
の
関
わ
り
は
、
元
文
三
年
の
江
戸
城
で
の
琴
楽
上
覧
の

後
に
、
宗
武
が
田
安
家
奥
向
を
通
じ
て
辻
近
任
に
褒
詞
を
与
え
て
い
る
記
事
が
見
出
せ
る
程
度
で
あ

り
（
辻
近
任
「
元
文
三
戌
午
七
月
関
東
之
記
」
元
文
三
年
九
月
廿
一
日
条
）、積
極
的
な
関
与
は
確
認

で
き
な
い
。
ま
た
、
琴
楽
再
興
の
最
中
で
あ
る
享
保
二
十
年
五
月
十
二
日
に
田
安
邸
で
辻
家
と
紅
葉

山
楽
人
を
召
し
出
し
て
管
絃
・
舞
楽
が
催
さ
れ
て
い
る
が
、
琴
は
参
加
し
て
い
な
い
（
辻
近
任
「〔
日

光
御
用
覚
書
〕」
享
保
二
十
年
五
月
十
二
日
条
）。

65 

前
掲
注
7
山
田
論
文
六
頁
。

66 

注
62
参
照
。

67 

井
上
竹
逸
編
『
竹
逸
琴
話
』（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
﹇832

-213

﹈）
所
収
「
琴
家
略
伝
」
に
「
幸
田

親
益マ
マ
盈…
…
多
年
東
川
ニ
就
テ
琴
ヲ
学
、
頗
其
審
極
ム
伝
。
従
学
者
独
空
々
翁
ノ
ミ
伝
。
宝
暦
八
年
戊

寅
、
六
拾
八
歳
ニ
シ
テ
歿
ス
。」
と
あ
り
、
ま
た
同
書
所
収
新
楽
閑
叟
著
「
閑
叟
雑
話
」
に
「
幸
田
翁

ハ
東
川
ニ
先
た
つ
事
六
年
、
宝
暦
八
年
に
没
す
。
東
川
壮
年
の
時
学
ひ
、
頗
其
伝
を
極
む
。」
と
あ
る

（
句
読
点
を
補
い
、
異
体
字
・
旧
字
・
合
字
等
を
常
用
の
字
体
に
改
め
た
）。

68 
山
田
淳
平
「
近
世
大
嘗
会
に
お
け
る
雅
楽
曲
再
興
」（『
東
洋
音
楽
研
究
』
八
一
、二
〇
一
六
）。

69 
平
安
時
代
の
御
遊
に
お
け
る
弾
琴
事
例
に
つ
い
て
は
、
荻
美
津
夫
「
平
安
末
期
に
お
け
る
音
楽
文
化

の
展
開
」（『
古
代
中
世
音
楽
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
、
初
出
一
九
八
〇
）、
正
道
寺
康

子
「
古
代
日
本
文
学
と
琴
曲
」（『
日
本
琴
学
史
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
六
）
等
参
照
。

70 

前
掲
注
7
山
田
論
文
。

71 

山
田
淳
平
「
近
世
武
家
雅
楽
の
普
及
と
展
開
」（『
日
本
史
研
究
』
六
六
六
、二
〇
一
八
）。



（
五
十
二
）
81

72 

遠
藤
徹
「
徳
川
治
宝
の
時
代
の
音
楽
に
つ
い
て
の
一
試
論
」（『
楽
器
は
語
る
―
紀
州
藩
主
徳
川
治
宝

と
君
子
の
楽
―
』
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
二
〇
一
二
）、
榧
木
亨
「
蟹
養
斎
に
よ
る
楽
研
究
―
『
道

学
資
講
』
所
収
の
資
料
を
中
心
と
し
て
―
」（『
日
本
近
世
期
に
お
け
る
楽
律
研
究
―
『
律
呂
新
書
』

を
中
心
と
し
て
―
』
東
方
書
店
、
二
〇
一
七
、
初
出
二
〇
一
四
）、
小
島
康
敬
「
荻
生
徂
徠
の
残
響
―

太
宰
春
台
・
堀
景
山
・
水
足
博
泉
・
乳
井
貢
・
山
県
大
弐
・
帆
足
万
里
の
「
楽
」
言
説
を
巡
っ
て
―
」

（『
近
世
日
本
と
楽
の
諸
相
』
京
都
市
立
芸
術
大
学
日
本
伝
統
音
楽
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
九
）、
中

川
優
子「
熊
沢
蕃
山
の
音
楽
思
想
―
日
本
近
世
期
の
音
楽
文
化
に
お
け
る
雅
楽
の
位
置
づ
け
か
ら
―
」

（『
日
本
思
想
史
学
』
五
三
、
日
本
思
想
史
学
会
、
二
〇
二
一
）
等
。

謝
辞　

資
料
の
利
用
や
掲
載
を
許
可
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
彦
根
城
博
物
館
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、

国
文
学
研
究
資
料
館
を
初
め
と
す
る
所
蔵
機
関
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

付
記　

本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
（C

）17
K02305

「
荻
生
徂
徠
の
音
楽
に
関

す
る
著
作
、
及
び
研
究
と
実
践
に
つ
い
て
―
基
礎
的
研
究
か
ら
全
貌
解
明
へ
―
」
及
び22

K00155

「
日
本
に
現
存
す
る
古
琴
（
七
絃
琴
）
資
料
の
調
査
・
研
究
と
解
題
目
録
・
蔵
書
印
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の

作
成
」
の
研
究
成
果
を
含
む
。
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Shōgun Tokugawa Yoshimune’s revitalization of 
qin music during the Kyōhō [1716–1736] years: 

The junction between theory and practice

YAMADA Jumpei, YAMADERA Mikiko

In the Kyōhō through Kanpō years [1716–1744] of the Edo era, Shōgun Tokugawa Yoshimune launched a project to 

revitalize the qin（7-stringed Chinese zither）by incorporating it into the kangen（instrumental）gagaku ensemble. This paper 

explores the status of the project during the Kyōhō years specifically, in its historical and musical aspects.

The first section probes the historical context of the project and the course of events leading up to it by examining 

documents from the period including journals of the gagaku musician family, the Tsuji, who were involved. Research reveals 

that the effort to add the qin to the gagaku ensemble emerged as a consequence of Japanese Confucians’ deepening 

knowledge and philosophy of the qin, coupled with a heightened interest in its music among the imperial court, centered on 

Emperor Nakamikado, buttressed by Shōgun Yoshimune’s inclination toward gagaku.

The second section examines how the qin’s part was incorporated into gagaku orchestral pieces and how they were 

actually played, based on reports by the qin musician Onoda Tōsen who was appointed to work on the project and music 

scores for the qin that seem to be its product. Scrutinizing these documents leads us to conclude that: 1）adding the qin part 

and its playing techniques used the rules and theory of qin music written in the Chinese Confucian book on rites and music, 

Pan Gong Li Yue Shu, as a foundation but the qin part was composed independently, in accordance with the rhythm patterns 

of Japanese gagaku and with the sho’s pitches notated in the score; and 2）the tuning system employed suggests the influence 

of the theory of Confucian scholar Ogyū Sorai.

The Kyōhō period venture to revitalize the qin engaged interfaces not only between the imperial court and the Bakufu 

but also between philosophy and practice, meriting special mention in the music history of the early modern era in Japan.
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